
●印：実施済または実施中　　○印：実施予定または実施予定無し　■ハッチ：対象外

具体的な取組の柱 実施する機関
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１）ハード対策の主な取組

■洪水を河川内で安全に流す対策

・洪水を河川内で安全に流す対策
・流下能力対策（堤防整備、河道掘削等）
・堤防及び基礎地盤の浸透対策

継続して実施 ●

■危機管理型ハード対策

・危機管理型ハード対策 ・堤防天端の保護、堤防裏法尻の補強 平成32年度 ○

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

・雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況
を把握・伝達するための基盤整備

・ライブ映像（河川監視カメラ）の閲覧、地域住民の所
在地に応じたリアルタイム情報の充実等の基盤整備の
実施

継続して実施 ●

・簡易水位計や量水標、CCTVカメラの設置
・要注意箇所及び許可工作物（樋管等）監視のための
ＣＣＴＶカメラや簡易水位計の設置

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ●

・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の配布 ・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の配布等

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・河川防災ステーションや避難地盛土の整備
・河川防災ステーションや、緊急避難場所として盛土を
行う避難地盛土の整備

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

● ● ● ●

・水防活動を支援するための水防資機材等の
配備

・水防活動を支援するための水防資機材等の配備

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ●

・庁舎、災害拠点病院や自家発電装置等の耐
水化

・浸水時においても災害対応を継続するための施設の
整備及び自家発電装置等の耐水化

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ●

・対策本部、警戒本部等設置時の情報収集・伝
達設備

・災害対策本部や災害警戒本部を設置した際に必要と
なる、情報の収集・伝達のための設備（パソコン、
FAX、CCTV表示モニタ等）の整備

継続して実施
または

平成29年度から
順次実施

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・排水機場等の耐水化、水門等操作の水圧対
策

・浸水時においても排水活動を継続するための施設の
整備及び耐水化

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

○ ○ ○ ○ ●

２）ソフト対策の主な取り組み　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■住民等の避難行動につながるわかりやすいリスク情報の周知

・まるごとまちごとハザードマップ整備・拡充
・河川氾濫時の浸水深や避難所等を示した看板の公
共施設や電柱等への設置

継続して実施 ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● 活
用

・越水開始予測情報の提供
・リードタイム（避難猶予時間）を考慮した堤防天端到
達時間（避難判断水位や氾濫危険水位到達からの時
間）の予測情報の市区町への提供

平成29年度から
順次実施 ○

・自治体や住民の視点に立った浸水シミュレー
ション

・市区町別に、注視すべき水位観測所や、破堤すると
氾濫水が到達する堤防区間と浸水シミュレーション結
果を示した資料の作成とホームページでの提供

平成29年度から
順次実施 ○

・立ち退き避難が必要な浸水危険区域情報の
提供

・家屋倒壊、氾濫水の最大深度の観点から立ち退き避
難が必要なリスクの高い区域の表示

平成29年度から
順次実施 ○

■避難計画、情報伝達方法等の改善

・住民等への情報伝達方法の改善
・避難準備情報、避難勧告・指示の伝達の体制や機器
等の整備

平成28年度から
順次実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・リアルタイム情報の提供やプッシュ型洪水予
報の情報発信

・避難行動のきっかけとなる洪水予報等のリアルタイ
ム情報のプッシュ型配信

平成28年度から
順次実施 ○

活
用

・避難勧告等の発令基準の改善
・避難準備情報、避難勧告、避難指示の発令基準の改
善

継続して実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○

・避難場所・避難経路の再確認と改善
・浸水想定区域内となっている避難場所、避難経路が
多く、安全性を再確認し、必要に応じて改善を図る

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・避難誘導体制の充実
・避難誘導にあたる組織や関係機関、学校や社会教育
施設への対応、要配慮者・避難行動要支援者への対
応

継続して実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓
練の促進

・要配慮者利用施設において策定している避難計画の
対象災害の中に水害も対象として位置づける

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○

■企業防災等に関する事項

・不特定多数の利用する地下施設の避難計画
の作成及び訓練の促進

・不特定多数が利用する地下施設（ショッピングモール
等）における、洪水を対象とした避難計画の策定や避
難訓練等への支援

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

○ ○

・大規模工場の避難計画の作成及び訓練の促
進

・大規模工場における、浸水対策や避難計画の策定
への支援、また、避難訓練等の支援

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・　周知等

・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域
図、氾濫シミュレーションの公表

・管理河川の洪水浸水想定区域図、氾濫シミュレー
ションの策定・公表

平成29年度 ○ 活
用

・氾濫特性を考慮した被害シナリオと緊急避難
及び広域避難計画の策定

・氾濫特性を考慮した被害シナリオと緊急避難及び広
域避難計画の策定

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○
活
用

・広域避難のための避難場所の確保

・広域避難に向けた、他の市区町村における避難場所
の確保
・他の市区町村からの避難者の受け入れのための施
設の指定

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ●
活
用

・広域避難を考慮したハザードマップの作成・
周知

・想定最大規模降雨による洪水を対象とした、広域避
難計画も反映した洪水ハザードマップの策定

平成29年度から
順次実施 ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● 活

用

■避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成

・避難勧告の発令に着目したタイムラインの作
成

・試行版タイムラインを検証・見直し、チェックリストを活
用した運用版のタイムラインを作成

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ●

・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施
・口ールプレイング等の実践的な訓練を検討、実施す
る

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
参
加

・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警
報級の現象」等の改善（水害時の情報入手の
し易さをサポート）

・警報等における危険度の色分け表示
・警報級の現象になる可能性の情報発信

平成29年度から
順次実施 ○ 活

用

■防災教育や防災知識の普及

・水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口
の設置

・ハザードマップの見方などの水災害の事前準備に関
する問い合わせ窓口の設置

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ●

・水防災に関する説明会や避難訓練の開催 ・水防災に関する説明会及び避難訓練の実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ●

・教員を対象とした講習会の実施
・水災害の知識を教員に身につけてもらうための講習
会等の実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ●

・小中学生を対象とした防災教育の実施 ・小中学校における水災害教育への取組み

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ●
参
加

・水災害の被害や教訓の伝承、防災知識の住
民への周知

・水災害の被害状況や教訓・備え等の防災知識を住民
への周知するための展示やホームページへの情報掲
載

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ●
活
用
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概ね5年で実施する取組（利根川上流部右岸ブロック） 別紙２－①
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●印：実施済または実施中　　○印：実施予定または実施予定無し　■ハッチ：対象外
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２）ソフト対策の主な取り組み　②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組

■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

・河川水位等に係る情報提供
・出水時における水防団等への河川水位等の情報伝
達方法の確立

継続して実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● 活
用

・河川の巡視区間、水防活動の実施体制の見
直し

・水防団が行う河川巡視の受け持ち区間や巡視等水
防活動の実施体制の見直し 継続して実施 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ●

・水防資機材の情報共有や相互支援の仕組み
の構築

・市区町で整備している水防資機材の整備、保管場所
の確保、点検管理の実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・効率的、効果的な水防活動のため、洪水に対
しリスクが高い区間情報の提供

・洪水に対してリスクの高い区間を分かりやすく図示し
た情報図の作成と水防団等への提供

平成28年度から
順次実施 ○

・水防団や地域住民が参加する洪水に対しリス
クが高い区間の共同点検の実施

・重要水防箇所について、水防団、自治会等住民が参
加する共同点検を実施

継続して実施 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● 参
加

・水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練
の実施

・無線やメールなどを活用した情報伝達手段の確保
・情報伝達訓練等の実施

継続して実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ●

・水防団同士の連絡体制の確保
・近隣の水防団の連絡手段の確保（トランシーバー等
配備）

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ●

・関係機関が連携した実働水防訓練の実施
・利根川水系合同水防訓練、水防管理団体が行う訓
練等の実働水防訓練の実施

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
参
加

・水防活動の担い手となる水防団員の募集や
水防協力団体の指定の促進

・水防団・消防団の募集
・企業・学校・自治会・NPO等の水防協力団体としての
指定

継続して実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● 参
加

・地域の建設業者による水防支援体制の検討・
構築

・地域の建設業者等との水防支援体制の検討、協定
締結等

継続して実施 ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ●

・庁舎、災害拠点病院等の水害時における対
応強化

・市区町庁舎、災害拠点病院等の水害時対応マニュア
ル等の作成及び支援

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ●

２）ソフト対策の主な取り組み　③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための取組

■氾濫水の早期排水のための効果的な施設運用

・氾濫特性を踏まえた的確な排水機場の運用、
水門の操作、排水ポンプ車の配置

・排水機場の運用、水門の操作、排水ポンプ車の配置
による早期排水の実施

継続して実施 ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ●

■緊急排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施

・関係機関、自治体が共同して緊急排水計画
(案)を作成

・排水施設の情報共有、排水手法等の検討の実施し、
大規模水害を想定した緊急排水計画（案）の作成

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○

・関係機関、自治体が連携した緊急排水計画
（案）に基づく排水訓練の実施

・緊急排水計画（案）に基づく排水訓練の実施
平成28年度から
順次実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

■BCP（業務継続計画）に関する事項

・水害時に行政機能を維持するBCPの策定 ・水害時に行政機能を維持するためのBCPの策定

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ●

・水害に対応した企業BCP策定への支援 ・水害に対応した企業BCP策定への支援

継続して実施
または

平成28年度から
順次実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○

■生活再建及び社会経済活動の回復のための民間力の活用

・生活再建及び社会経済活動の回復のための
民間力の活用

生活再建及び社会経済活動の回復に資する民間企業
等との災害時応援協定締結等による支援 継続して実施 ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●
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＜市区町＞黒字：市区町が挙げた取組、青字：利根川上流域における取組等（事務局加筆：提案）

利根川上流河川事務所 06五霞町 12伊勢崎市 15玉村町 21さいたま市 22熊谷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組

１）ハード対策の主な取組

■洪水を河川内で安全に流す対策

・洪水を河川内で安全に流す対策

<利根川>
・流下能力対策(堤防整備、河道掘
削等)
・堤防及び基礎地盤の浸透対策

■危機管理型ハード対策

・危機管理型ハード対策

<利根川>
・堤防天端の舗装
・堤防裏法尻の補強

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

・雨量・水位等の観測データ及び洪
水時の状況を把握・伝達するための
基盤整備

・雨量計、水位計、CCTVカメラなど
観測データをリアルタイム提供のた
めのシステム整備する。

・簡易水位計や量水標、CCTVカメラ
の設置

・雨量計、水位計、CCTVカメラなど
観測装置を設置する。

・簡易水位計や量水標、CCTVカメラ
を設置する。

・要注意箇所監視のためにＣＣＴＶカメラや簡易水位計の設
置を検討する。

八斗島に水位計があるため市としての設置予定はなし。 ・要注意箇所監視のためにＣＣＴＶカメラや簡易水位計の設
置を検討する。

・必要に応じて、許可構造物周辺に簡易水位計や量水
標、CCTVカメラを設置する。

・防災行政無線の改良、防災ラジオ
等の配布

・アナログ行政無線を完備している。【平成6年度】
・防災ラジオを避難行動要支援者、関係支援協力者等に配
布した。【平成25年度】

・防災行政無線のデジタル化と併せて情報伝達手段の多重
化の検討を行う。【平成28年度～】

・登録制メール及びエリアメール等により配信できる。 ・デジタル防災行政無線（移動系）を完備している。【平成23
年度】

・同報系無線導入の検討を行う。【平成27年度～】

・防災行政無線を市内572か所に整備している。
・防災行政無線で放送した内容を、市ホームページおよびテ
レビ埼玉のデータ放送に掲載している。

・平成27～29年度の3か年で、防災行政無線のデジタ
ル化整備工事を実施中である。
・防災行政無線の放送内容を確認できるテレホンサー
ビスを開始した。【平成27年度】

・河川防災ステーションや避難地盛
土の整備

・河川防災ステーションや、緊急避難
場所として盛土を行う避難地盛土の
整備を実施する。

・水防活動を支援するための水防資
機材等の配備

・出張所等に水防資機材等を備蓄
・水道用土砂を側帯及び水防拠点に
備蓄
・新技術を活用した水防資機材に関
する情報の収集・紹介をする。

・当町他３市１町で構成している水防事務組合の水防計画
に基づき、資機材の配置計画を立てている。

・水防事務組合の中で、水防団の水防活動の支援や安全
確保のための水防資機材の充実を検討する。

・水防活動を実施しやすいように市内各所に水防倉庫を配
置し、水防資器材を配備している。
・消防団にライフジャケット、トランシーバーを配付している。
・資器材の在庫調査を定期に実施し、必要に応じ資器材の
補充等を実施している。

・ゴム長靴（全員）
・救命胴衣（５個／分団）　→　１０ケ分団／町

・国が示している水防資機材を配備していく。

水防倉庫の配置計画を立てている

・新規で水防倉庫を1箇所、設置予定。【平成28年度】

・福川河川防災ステーションと水防倉庫３箇所に資機材
を配備済。

・庁舎、災害拠点病院や自家発電装
置等の耐水化

・対象施設：五霞町役場庁舎

・庁舎の建て替えに合わせて、浸水対策としての設備の検
討を行う。

・対象施設　伊勢崎市役所東館
浸水想定区域（0.5ｍ未満）にあるが、浸水しない構造となっ
ている。

・浸水時においても災害対応を継続するため、災害対策室
を上の階に置く、非常用電源を確保する、浸水しない高さへ
の自家発電装置を移転する等の対策を検討する。

・浸水時においても災害対応を継続するため、災害対策室
を上の階に置く、非常用電源を確保する、浸水しない高さへ
の自家発電装置を移転する等の対策を検討する。

・対象施設：熊谷市役所本庁舎
災害対策本部を設置する熊谷市役所本庁舎は、1.0～
0.5ｍの荒川浸水想定区域に位置しているため、市役
所本庁舎の地下に設置していた自家発電装置を撤去
し、屋上に新設した。

・対策本部、警戒本部等設置時の情
報収集・伝達設備

・災害対策本部は、町長室の隣に災害対策室に設置するこ
ととしている。
・災害対策専用パソコンはないため、職員が普段使用して
いるノートパソコンを用いりしかない。FAXは常設していない
ので、防災担当課フロア内に設置されているものを使用す
る。また、大型TV、パソコンと接続する大型モニタはない。

・災害対策本部用の部屋はないため、執務室で対応するこ
ととなる。特に災害対策用の設備はないため、普段使用し
ているパソコンやFAXを利用する。

・市長室隣の災害対策室が本部になる。
・モニターが整備されている。

・群馬県防災行政無線（地上系、衛星系）、ＦＡＸ、パソコンが
整備済。
・町防災行政無線（移動系）。
・町所有の通常パソコン。

・災害対策本部は、危機管理部の執務室がある消防庁舎に
設置することとしている。
・「さいたま市総合防災システム」にパソコンや携帯電話から
ログインすることで、被害情報の収集等が可能である。
・危機管理部執務室にＦＡＸ、大型TVが、災害対策室にパソ
コンと接続する大型モニタが常設されている。

・災害対策本部は、市長室と同じフロアの会議室に設
置する。
・本庁舎の回線がダウンした場合に備えて、wifiモバイ
ルルーターでインターネット接続可能なノートパソコンを
１台所有している。そのほか、テレビ、プロジェクター、
スクリーン各１台所有。

・排水機場の耐水化等、水門等操作
の水圧対策

・浸水時においても排水活動を継続
するための施設の整備及び耐水化
を実施する。

取組項目 気象庁 水資源機構

概ね5年で実施するブロックにおける取組
（利根川上流部右岸ブロック）

別紙２－②
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１）ハード対策の主な取組

■洪水を河川内で安全に流す対策

・洪水を河川内で安全に流す対策

■危機管理型ハード対策

・危機管理型ハード対策

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

・雨量・水位等の観測データ及び洪
水時の状況を把握・伝達するための
基盤整備

・簡易水位計や量水標、CCTVカメラ
の設置

・防災行政無線の改良、防災ラジオ
等の配布

・河川防災ステーションや避難地盛
土の整備

・水防活動を支援するための水防資
機材等の配備

・庁舎、災害拠点病院や自家発電装
置等の耐水化

・対策本部、警戒本部等設置時の情
報収集・伝達設備

・排水機場の耐水化等、水門等操作
の水圧対策

取組項目

概ね5年で実施するブロックにおける取組
（利根川上流部右岸ブロック）

23行田市 24加須市 25本庄市 26春日部市 27羽生市 28鴻巣市 29深谷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

・本庁舎屋上に雨量計を設置済み。

・要注意箇所監視のためにＣＣＴＶカメラや簡易水位計の設
置を検討する。

・雨量計システムを導入済み。（時間外であっても瞬時に警
報メールが担当職員の携帯に届く、また、外部サーバー上
にページを設け、いつ、どこでも、誰もが、その状況を確認で
きる。）

・要注意箇所監視のためにＣＣＴＶカメラや簡易水位
計の設置を検討する。

・要注意箇所監視のためにＣＣＴＶカメラや簡易水位計の設
置を検討する。

・豊里東部排水機場、清水川排水機場、七間堀排水機場、
柳原排水機場、高田堀川、田谷、元宮橋、緑ヶ丘の計8ヵ所
に設置済み。

・防災行政無線をデジタル化に移行済み。【平成27年度】 ＭＣＡ無線、戸別受信機を導入した。【平成26年度】
難聴地域の解消のため、電話による自動応答サービス、Ｈ
Ｐへの同時記載、安全安心メールへの同時送信を併用して
いる。

・同報系防災行政無線デジタル化済み ・防災行政無線（同報系・移動系）のデジタル化を実施中
・防災情報を送信できるメール配信サービスを提供している

・防災ラジオについては、自治会長を中心とした一部住民に
配布している。【平成21年度 】
・防災行政無線のデジタル化への対応を図ると共に、順次
聞き取りにくい地域の解消に努める。また戸別受信機の増
設、自動応答サービス等の利用啓発を行う。

・デジタル行政無線を完備している。【平成24年度】
・防災行政無線個別受信機を配布している。
・防災行政無線メールを配信している。

・防災行政無線デジタル化更新工事中【平成28年度更新完
了】
・防災行政無線デジタル化更新工事により難聴区域解消の
ため、37基増設中。【平成28年度】

・利根川上流河川事務所と協力して、河川防災ステーション
や水防拠点の整備を行っている。

羽生河川防災ステーションが整備済。 下高島地区水防拠点（避難地盛土）を整備中。

・水防倉庫４箇所に水防資機材を配備している。 平成29年度までの５ヶ年計画で必要資材を水防倉庫に備蓄
している。

・市内3箇所に水防資器材を収納する水防小屋を設け
ている。
・本庄市と上里町で構成される坂東上流水害予防組
合で土のう袋や水防工法などで使用する資材を備蓄
している。
・市でも土のう袋や発電機、水中ポンプなどを配備し
ている。

・備蓄している水防資機材等には一部老朽化している
ものもあるので、随時更新する【平成28年度～】
・新たな資機材の必要性を確認し、装備の充実を図
る。【平成28年度～】

・土のう、トラロープ、シート、スコップ等を水防倉庫に保管し
ている。
年に一度点検している。

加須市・羽生市水防事務組合の水防資機材備蓄計画に基
づき、各水防倉庫に配備している。

・水防倉庫を設置して水防資機材を配備している. 防災倉庫に水防資機材を配備

・地上に嵩上げし設置してある自家発電装置について、現
在の想定浸水深では水没する恐れがあるため、さらなる対
策の検討に努める。

・各庁舎及び避難所等の災害活動拠点においては、２・３階
以上に非常用電源を確保している。非常用電源は、主に稼
働式の発電機を数台と、燃料として、当面の間、運転できる
分のエンジンオイルとガソリンを備えている。

本庁舎は浸水想定区域に含まれていない。 ・各ポンプ場・排水機場には耐水性を備えた自家発電装置
等を設置している。
・また、可搬型の発電機を用意してある。（リース）

・対象施設：羽生市役所庁舎
浸水想定区域にあり、また多くの情報通信設備が、耐水性
能を有していない為、浸水により機器が使用不能とならない
よう、水害に備え、床から最低限の高さを確保し設置してい
る。

・対象施設：鴻巣市役所新館
・浸水想定区域にあるが、基礎をあげているため、浸水はし
ないと想定される。

・市役所本庁舎建て替えを予定しており、新庁舎において、
浸水しない高さへの自家発電装置を設置予定【平成32年】

・災害対策本部は市長室に近い会議室に設置する。
・災害対策専用パソコンはないので、職員が普段使用して
いるノートパソコンを情報収集に使用する。
・伝達設備は、FAXやMCA無線機などを使用する。

・地域防災計画で設定。

・災害対策本部は本庁舎における庁議室に設け、代替施設
は市民防災センターを位置付けている。通信連絡の体制
は、市又は県の防災行政無線（MCA無線を含む）、災害時
優先電話、携帯電話、県オペレーション支援システムを活用
する。

・通常業務に使用しているパソコン等を使用予定
・坂東上流水害予防組合の水防対策本部は市の災害
対策本部と併せて設置されるが、組合としては職員が
普段使用しているノートパソコンを用いる。テレビ、
FAXは都市整備部に設置されているものを使用する。

・本部設置特に必要な情報収集・伝達設備として、パソコン
やFAX等を整備している。
・また、市の防災行政無線や県の防災行政無線等の設備操
作が出来る状況となっている。

・災害対策本部は羽生市役所本庁舎に開設することになっ
ている。
・対策本部開設にあたり必要となるパソコン、コピー機器、
FAX等については企画課が、テレビ等に関しては財政課と
いったように、各課分類して準備することになっている。
・災害対策本部用の部屋はないため、執務室、会議室等で
対応することとになる。

・災害対策本部用の部屋はないため、執務室で対応するこ
ととなる。
・特に災害対策用の設備はないため、普段使用しているパ
ソコンやFAXを利用する。

・災害対策本部専用のパソコンなどの設備はないため、普
段使用しているパソコンやFAXなどを使用する。
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１）ハード対策の主な取組

■洪水を河川内で安全に流す対策

・洪水を河川内で安全に流す対策

■危機管理型ハード対策

・危機管理型ハード対策

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

・雨量・水位等の観測データ及び洪
水時の状況を把握・伝達するための
基盤整備

・簡易水位計や量水標、CCTVカメラ
の設置

・防災行政無線の改良、防災ラジオ
等の配布

・河川防災ステーションや避難地盛
土の整備

・水防活動を支援するための水防資
機材等の配備

・庁舎、災害拠点病院や自家発電装
置等の耐水化

・対策本部、警戒本部等設置時の情
報収集・伝達設備

・排水機場の耐水化等、水門等操作
の水圧対策

取組項目

概ね5年で実施するブロックにおける取組
（利根川上流部右岸ブロック）

30草加市 31越谷市 32桶川市 33久喜市 34八潮市 35三郷市 36蓮田市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

・簡易水位計や量水計等の設置について検討をおこなう。

・防災無線をアナログからデジタルに改良。【平成27年度】

・防災行政無線のほか、情報伝達手段の多重化の検討を
行う。

・情報配信のための登録制メール、ツイッター、ＬＩＮＥ、Ｌア
ラートを整備済み。

・防災行政無線については、平成34年12月で現行のアナロ
グ機器が使用できなくなることから、平成33年度までにデジ
タル化の再整備実施に向けて検討中。【～平成33年度】

・防災行政無線の放送内容をメールで配信するサービスを
平成23年12月から実施している。

・防災行政無線については、デジタル化を進めていく予定。
【平成30年度～】

・防災行政無線デジタル化について、平成26年度は基本設
計、平成27年度は実施設計を行った。
・防災行政無線の放送内容をメールで配信するサービスを
平成２３年１月から実施している。

・防災行政無線デジタル化の整備を実施する。【平成28年度
～】
・本庁舎防災無線室の通信制御装置及び消防組合の遠隔
制御装置の整備【平成28年度】
・本庁舎防災無線室のオプション装置を整備する。【平成29
年度】
・各地区の屋外拡声子局（全266局）を整備する。【平成29年
度～31年度】

・平成31年度まで固定系防災行政無線のデジタル化整備を
実施中。
・防災行政無線戸別受信機を各町会に配布。
・Ｌアラート、市メール配信システム、緊急速報メールを整備
済み。

・固定系（同報系）はデジタル行政無線を完備している。
・移動系無線についてはデジタル化を検討している。

防災行政無線デジタル化工事済（基地局及び屋外拡声受
信子局）

・必要資機材は防災備蓄倉庫等に備蓄。

・適宜水防資機材の更新及び適切な管理を行う。

水防資機材等については、２箇所に配備している。 ・大雨時、市民から土嚢や排水ポンプの設置要望を受けた
際、迅速に対応できるよう常備している。

久喜市を含む５市町で組織される水防事務組合（利根川栗
橋流域水防事務組合）で水防資機材を保有している。

・土のう、ブルーシートを保管している。定期的に土のうを作
成し、計画的に管理している。

・水防団が利用しやすいように資機材の配置計画を立てて
いる。
・資機材の充実を図る。【毎年度】

・水防活動資器材（ライフジャケット等）を各水防団へ配備す
る。

・市役所本庁舎西棟屋上階に設備がある。

・その他庁舎等の自家発電設備等の耐水化について検討し
ていく。

・対象施設：本庁舎、第二庁舎、第三庁舎
各庁舎ごとに非常用発電設備を設けている。
庁舎敷地内は浸水想定区域内にある。
非常用発電設備に関して、本庁舎は、地上の架台の上に設
置。
第二庁舎、第三庁舎は、屋上に設置しているため浸水の恐
れなし。

庁舎は浸水区域外 ・本庁舎敷地内の自家発電装置について、ハザードマップ
の浸水想定を考慮の上、周りの地面より高い場所へ設置し
ている。

・市庁舎の代替施設として、八潮消防署、八潮メセナを防災
拠点と位置づけている。

・対象施設：三郷市消防・防災総合庁舎３階
庁舎は浸水想定区域にあるが、本部を３階に設置すること
により災害対応の継続は可能、と想定される。

・対象施設：蓮田市役所庁舎
庁舎は浸水想定区域から離れている。また、非常用の発電
機は庁舎の屋上に設置されている。

・災害対策本部は、市役所本庁舎西棟５階の会議室に設置
するとしている。
・パソコン等設備については、言及していない。

・災害対策本部を設置した際に必要となる、情報の収集・伝
達のための設備（パソコン、FAX、CCTV表示モニタ等）の整
備を行う。

・災害対策本部は、原則、市長室の隣の会議室に設置されるた
め、無線設備を備えてあるが、本庁舎が被災した場合も想定し、
代替となる第二庁舎の大会議室にも同様に備えてある。
・また、災害情報管理システムを構築し、職員の参集状況や市内
の被災状況等の情報を集約、一元化・共有化する体制を整備して
いる。
・平成27年度に移動系デジタル防災行政無線を整備し、地区防災
拠点となる地区センターや指定緊急避難場所・指定避難所となる
小中学校、各ライフライン機関等にＦＡＸを備えた無線子局を整備
した。

・災害対策本部は桶川市役所本庁舎に開設することになる
※現在は庁舎建替のため、仮設庁舎にて開設する

・災害対策本部設置時は、平常時の業務で使用している職
員毎の端末やFAX等を使用して情報収集及び伝達を行う。

・固定系・移動系防災行政無線、トランシーバー、衛星携帯
電話、消防無線及びモバイルWi-Fiルーターのほか、埼玉県
災害オペレーション支援システム、埼玉県衛星系・地上系防
災行政無線を整備している。

・災害対策本部は、消防・防災総合庁舎３階に設置すること
としている。
・災害対策専用パソコンは５台あり、それ以外は、職員が普
段使用しているノートパソコンを用いることになる。危機管理
部門の事務室が併設されているのでFAX等は常設してい
る。大型TVがあり、パソコンと接続することでCCTVを表示で
きる。

・災害対策本部用の部屋はないため、執務室で対応するこ
ととなる。
・特に災害対策用の設備はないため、普段使用しているパ
ソコンやFAXを利用する。
・県の災害オペレーション支援システム等を使用し情報集収
及び伝達を行う。
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１）ハード対策の主な取組

■洪水を河川内で安全に流す対策

・洪水を河川内で安全に流す対策

■危機管理型ハード対策

・危機管理型ハード対策

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

・雨量・水位等の観測データ及び洪
水時の状況を把握・伝達するための
基盤整備

・簡易水位計や量水標、CCTVカメラ
の設置

・防災行政無線の改良、防災ラジオ
等の配布

・河川防災ステーションや避難地盛
土の整備

・水防活動を支援するための水防資
機材等の配備

・庁舎、災害拠点病院や自家発電装
置等の耐水化

・対策本部、警戒本部等設置時の情
報収集・伝達設備

・排水機場の耐水化等、水門等操作
の水圧対策

取組項目

概ね5年で実施するブロックにおける取組
（利根川上流部右岸ブロック）

37幸手市 38吉川市 39白岡市 40上里町 41宮代町 42杉戸町 43松伏町

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

・要注意箇所監視のためにＣＣＴＶカメラや簡易水位計の設
置を検討する。

・デジタル行政無線を完備している。【平成26年度】
・防災防犯情報のメール配信サービスを行っている。【平成
26年度】

・デジタル防災行政無線を整備中。【平成28年度】
・情報配信手段については、市ホームページ、登録制メー
ル、ツイッター、スマートフォンアプリ（Yahoo!防災速報）、埼
玉テレビデータ放送を整備済み。

・平成28年度に防災行政無線デジタル化の整備工事を施工
中。
・デジタル化により、安心安全メールや市ホームページ、
SNS等の田の情報伝達手段との連携が強化される。
・「白岡市安心安全メール」（登録制メール）にて、防災無線
で流した内容等をメール配信している。

・デジタル防災行政無線（移動系）を完備している。【平成２
４年度】

・防災行政無線（同報系）については、アナログで運用して
おり、今後はスプリアス規格の対応、デジタル化への以降に
向けた電波調査を行う。

・防災行政無線デジタル化を整備中。

・デジタル防災行政無線の整備を予定している。（工事の入
札済み）

・登録制メール配信、Lアラートを整備済み。
・自主防災会長へ個別受信機1台あり。

・デジタル化に向け検討中。

平成25年度からデジタル化工事を行っている。（平成28年度
完了）

・水防計画によって各水防倉庫に資機材が配備されてい
る。

・水防団が利用しやすいように資機材の配置計画を立てて
いる。

土のう、ブルーシート等を備蓄している。土のうは、一定数を
確保するように管理している。

・資機材の充実を図る。 ・担当課において水防資機材を準備中。 ・町内３箇所の水防倉庫に水防資機材を配備している。（利
根川栗橋流域水防事務組合）

水防団が利用しやすいよう、資機材の充実を図る

・災害対策室の自家発電装置は想定浸水深より高い位置に
設置。

・対象施設：吉川市役所本庁舎、第2庁舎
⇒庁舎移転の予定【平成30年度～】
　移転に併せて、自家発電装置の耐水化を実施予定

・市役所庁舎に隣接する土地に建設中の生涯学習施設の
屋上に72時間使用可能な非常用発電設備を備える予定
（平成30年度完成予定）

・対象施設：上里町役場庁舎
浸水想定区域にあるが、地盤もが高い位置にあるため、浸
水はしないと想定される

・防災行政無線デジタル化工事に伴い非常発電装置につい
ても整備予定。

・役場庁舎及び代替庁舎となる「すぎとピア」には、自家発電
が整備済みである。

・浸水時においても災害対応を継続するため、災害対策室
を上の階に置く、非常用電源を確保する、浸水しない高さへ
の自家発電装置を移転する等の対策を検討する。

・災害対策室にあるFAXやTV、CCTV表示モニタを使用し、
パソコンについては職員が普段使用しているノートパソコン
を用いる。

・災害対策本部は、第2庁舎の会議室に設置することとして
いる。
・災害対策専用パソコンはある。FAXは常設していないの
で、倉庫に保管されているものを使用する。また、TVはある
が、パソコンと接続する大型モニタはない。

・通常業務用パソコン、タブレット、ＦＡＸ（電話回線）、防災行
政無線（同報系、移動系）、非常用電話（地上系、衛星系）、
埼玉県防災用ＦＡＸ（地上系、衛星系）、災害時緊急連絡用
携帯電話等。

・災害対策本部は、庁議室に設置することとしている。
・災害対策専用パソコンは１台あるが、それ以外は、職員が
普段使用しているノートパソコンを用いるしかない。FAXは
常設していないので、総務課に設置されているものを使用
する。

・災害対策本部は、市長室の隣の会議室に設置することと
している。
・情報収集資機材については、防災行政無線デジタル化整
備工事の中で設置予定。

パソコン、ＦＡＸ ・災害対策本部専用の部屋は無いため、会議室で対応す
る。
・移動系防災行政無線の親局の利用可能。
普段使用しているパソコンを利用する。
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１）ハード対策の主な取組

■洪水を河川内で安全に流す対策

・洪水を河川内で安全に流す対策

■危機管理型ハード対策

・危機管理型ハード対策

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

・雨量・水位等の観測データ及び洪
水時の状況を把握・伝達するための
基盤整備

・簡易水位計や量水標、CCTVカメラ
の設置

・防災行政無線の改良、防災ラジオ
等の配布

・河川防災ステーションや避難地盛
土の整備

・水防活動を支援するための水防資
機材等の配備

・庁舎、災害拠点病院や自家発電装
置等の耐水化

・対策本部、警戒本部等設置時の情
報収集・伝達設備

・排水機場の耐水化等、水門等操作
の水圧対策

取組項目

概ね5年で実施するブロックにおける取組
（利根川上流部右岸ブロック）

＜都県＞黒字：都県が挙げた取組、青字：都県が挙げていないが必要な取組（実施予定も含む）

47足立区 48葛飾区 49江戸川区 茨城県 群馬県 埼玉県 東京都

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

・必要に応じて、許可構造物周辺に簡易水位計や量水標、
CCTVカメラを設置する。

・必要に応じて、許可構造物周辺に簡易水位計や量
水標、CCTVカメラを設置する。

・必要に応じて、許可構造物周辺に簡易水位計や量
水標、CCTVカメラを設置する。

・防災行政無線のデジタル化に向け、平成28年度に設計委
託、29～32年度に工事を予定している。

・防災行政無線のデジタル化
実施設計【平成28年度】
工事【平成29年～31年度】

・防災行政無線のデジタル化の整備が完了している。
・希望する聴覚・視覚障害者に電話・ＦＡＸで避難情報を発
信する。

・防災行政無線のデジタル化を進めている。【平成27～31年
度】

東京都水防計画の資材標準備蓄品目を参考に資機材を保
管している。

消防団に６艇ゴムボートを貸与している ・２ｔポンプ車１台を保有している。 ・水防資機材の充実を図る(予定)。
・新技術を活用した水防資機材による配備充実を検討する
(予定)。

・県内１２土木事務所に水防倉庫を設置し、資機材の
整備を図っている。
・地域防災計画に基づく水防資材の備蓄を毎年行っ
ている。

・水防活動を支援するための水防資機材等を配備す
る。

・水防資機材倉庫等に土のう袋や水のう袋、ショベル、ツル
ハシ、一輪車等を配備している。
・各事務所に移動式排水ポンプ車を配備している。

・庁舎及び自家発電装置の耐水化について、本庁舎の各入
り口に、止水板が設置できる構造となっている。
また、浸水した場合に備えた排水ポンプは設置済みであ
る。

・災害拠点病院の耐水化については、把握していない。

・浸水時においても災害対応を継続するため、災害対策室
を上の階に置く、非常用電源を確保する、浸水しない高さへ
の自家発電装置を移転する等の対策を検討する。

・区役所本庁舎は非常用電源を２階に配備している。 ・県庁舎については，浸水の可能性が無い。 ・伊勢崎佐波医師会病院では、災害対策本部を通常
は１階総務課としているが、水害時については２階以
上の会議室等でも活動可能である。
・伊勢崎佐波医師会病院は、立地近辺では0.5ｍ未満
の浸水被害が予想されている。浸水時の患者搬送等
は消防所有のボートにより搬送する。
・伊勢崎市民病院は、毎年1回、災害医療活動訓練を
実施していおり、平成28年度は水害対応訓練を計画
している。
・災害医療活動訓練を行うべく災害医療活動ワーキン
グチームを設置し検討している。

・埼玉県本庁舎が浸水する可能性は少ない。 ・都庁舎については、浸水想定区域外にある。

・災害対策本部は、区長室の隣の会議室に設置することと
している。
・機材等設備面は問題はないが、電源が使用できないとき
は起動しない等対策を早急に検討する必要がある。

・情報の収集・伝達のための設備（パソコン、FAX、CCTV表
示モニタ等）の整備はしているが、庁舎が浸水すると使用で
きなくなる

・防災行政無線（デジタル化）、高所カメラ、MCA無線、DIS
（東京都災害情報システム）、河川管理者の映像共有化シ
ステムを配備。

・県防災情報ネットワークシステムの整備。
・各市町村間での情報共有。
・災害対策室の大型スクリーンの整備　等。

・県庁７階に災害対策本部室が設置されており、約５
０人が１箇所で会議することが可能となっている。（８５
インチ×３及び５０インチ×１のモニターがある。）　こ
のほか、県警のヘリテレ映像や関東地方整備局から
の映像配信ラインのほか、内閣府、国交省及び消防
庁との直通電話機も設置されている。

・災害対策本部は危機管理防災センター本部会議室
に設置し、大画面のスクリーンモニターを配備してい
る。
・その他、防災行政無線で各防災機関との連絡を行う
ための統制室、災害時に職員等が集まり、実際に情
報を収集、分析、指揮するためのオペレーションルー
ムが存在する。
オペレーションルーム内には、インターネットへ接続で
きるパソコン、行政無線、パソコン画面を映し出すテレ
ビモニター等を配備している。

・水防対策本部は、都庁第二本庁舎６階にあり、河川状況
監視や情報伝達のためにパソコン、ＦＡＸ、モニタ等を配備し
ている。

・排水機能の向上や浸水時においても排水活動を継続する
ための施設の整備及び耐水化の検討。

・排水機能の向上や浸水時においても排水活動を継
続するための施設の整備及び耐水化の検討。

・排水機能の向上や浸水時においても排水活動を継
続するための施設の整備及び耐水化の検討。

・排水機能の向上や浸水時においても排水活動を継続する
ための施設整備及び耐水化の検討。
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利根川上流河川事務所 06五霞町 12伊勢崎市 15玉村町 21さいたま市 22熊谷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組
取組項目 気象庁 水資源機構

２）ソフト対策の主な取り組み　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■住民等の避難行動につながるわかりやすいリスク情報の周知

・まるごとまちごとハザードマップ整
備・拡充

・河川氾濫時の浸水深や出水時の
避難所等を示した看板の公共施設
や電柱等への設置に関する自治体
支援を行う。

・町内の電柱、学校、公共施設等に水深、避難経路などの
表示看板を検討する予定。【平成29年度～】

・避難誘導看板の設置を検討する。 ・浸水想定区域には、電柱に浸水深などの表示看板の設置
を検討する。

・企業と、避難場所誘導案内付電柱広告に関する協定を締
結しており、順次、設置を拡大している。

・浸水想定区域の見直し後、必要に応じて、まるごとま
ちごとハザードマップの整備を検討していく。

・越水開始予測情報の提供

・リードタイム（避難猶予時間）を考慮
した堤防天端到達時間（避難判断水
位や氾濫危険水位到達からの時間）
の予測情報を市区町へ提供する。

・自治体や住民の視点に立った浸水
シミュレーション

・市区町別に、注視すべき水位観測
所や、破堤すると氾濫水が到達する
堤防区間と浸水シミュレーション結果
を示した資料を作成し、提供する。

・立ち退き避難が必要な浸水危険区
域情報の提供

・家屋倒壊、氾濫水の最大深度の観
点から立ち退き避難が必要なリスク
の高い区域の表示を行う。

■避難計画、情報伝達方法等の改善

・住民等への情報伝達方法の改善

・避難準備情報・避難勧告・避難指示を発令した場合は、防
災行政無線、広報車、町公式サイトメール配信サービス、
フェイスブック、ツイッター、緊急速報メール、Ｌアラート、報
道機関の協力を得て広報を行う。

・対象区域住民自治組織の長に連絡するなど、関係地域内
の全ての人に伝わるよう留意して、伝達する。

・各地域の民生委員、自主防災組織の地域コミュニティとの
協力・連携により、避難行動要支援者をはじめ住民への周
知漏れを防ぐ。

・防災行政無線のデジタル化の検討を行う。【平成28年度
～】

・防災行政無線、登録制メール、広報車、フェイスブック、ツ
イッター、緊急速報メール、報道機関の協力を得て行う。

・自主防災組織の長に連絡をして、関係地域内のすべての
人に伝わるように留意する。

・地元区長への電話連絡。
・広報車、水防団車両による広報。
・登録制の情報メール配信。　→　「メルたま」
・緊急災害情報配信サービス（携帯会社３社）
・災害に係る情報発信（ヤフー）
・ラジオ放送による情報発信（ＦＭたまむら）

・避難勧告・指示を発令した場合は、下記伝達手段により、
関係地域内の全ての人に伝わるよう留意して、伝達する。

市ＨＰ、防災課ＨＰ、テレ玉データ放送（Ｌアラート）、フェイス
ブック、ツイッター、エリアメール・緊急速報メール、防災行政
無線、広報車

・避難勧告・指示を発令した場合は、防災行政無線、拡
声器付広報車、市職員・消防団員による巡視等により、
関係地域内の全ての人に伝わるよう留意して、伝達す
る。
・自治会又は自主防災組織への電話
・緊急速報メール、インターネット（HP、ツイッター、フェ
イスブック）による情報伝達
・ファクシミリによる関係各所への一斉送信
・防災行政無線（放送内容確認テレフォンサービス含
む）、広報車の利用
・県災害オペレーション支援システムを利用したLアラー
トへの情報配信（ラジオ、テレビ等報道機関への広報協
力要請）

・リアルタイム情報の提供やプッシュ
型洪水予報の情報発信

・避難行動のきっかけとなる洪水予
報等のリアルタイム情報のプッシュ
型配信を行う。

・避難勧告等の発令基準の改善

・地域防災計画で避難準備情報、避難勧告、避難指示の発
令基準を記載している。【平成24年度】
・避難勧告判断マニュアルを地域防災計画に掲載し、わか
りやすい避難勧告・指示の発令基準を設定した。【平成24年
度】

・地域防災計画の改訂に合わせて、避難勧告判断マニュア
ルの見直しを検討【平成29年度】

・避難判断マニュアルを作成してある。 ・利根川水系
　避難準備情報：
①上福島観測所の水位が３．７０ｍに達し、かつ水位の上昇
が見込まれる場合
②降雨を伴う台風が夜間から明け方に接近、通過し、多量
の降雨が予想される場合
③漏水等が発見された場合
  避　難　勧　告：
①上福島水位観測所の水位がはん濫危険水位である５．２
４ｍに到達した場合
②異常な漏水等が発見され河川氾濫のおそれがある場合
　避　難　指　示：
①付近の堤防高に到達する
②堤防が決壊するおそれがある

・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の作成を
受けて、洪水ハザードマップの改定を行う。【平成29年度以
降】

1)当該地域又は土地建物等に災害が発生する恐れがある
場合
2)市域内雨量観測所降雨指標（予想を含む）　・時間雨量
30mm以上
3)関連水位観測所河川水位指標　　・危険度レベル3以上
4)土砂災害警戒情報が発表されたとき
5)大雨警報（土砂災害）発表、かつ、土砂災害警戒判定メッ
シュ情報で「予想で土砂災害警戒情報の判定基準を超過」
した場合
6)大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で、記録的短
時間大雨情報が発表された場合

・地域防災計画で避難準備情報、避難勧告、避難指示
の発令基準を記載している。

・避難場所・避難経路の再確認と改
善

・町内のほぼすべてが浸水想定区域となるため、公共施設
で２階以上にある建物を緊急避難場所とし、学校、公民館な
どの公共施設を避難所として指定している。
これらは、ハザードマップ、ホームページで情報公開してい
る。
※・避難経路は設定していない。

・避難所はハザードマップ、ホームページ、広報誌により周
知しているが、避難経路については未策定のため、今後、
検討する。【H29年度～】

・小中学校や公民館等を指定しており、ハザードマップ作成
の際に、洪水時に使用できるかの検証を行っている。

・役場庁舎、学校、幼稚園、保育所、児童館、社会体育館、
文化センター、老人福祉センター、道の駅を指定避難所とし
ている。
・町内の北西方向の高い場所、高い建物等への緊急避難を
案内する。
・車両を使用しての避難案内をする。

・避難経路については、ハザードマップ等を参考に、住民自
身で事前に確認していただくようお願いしている。

・浸水想定区域外の公園等［屋外施設］を指定緊急避
難場所とし、浸水のおそれがない場所等（※）にある学
校、公民館、保育所等［屋内施設］を指定緊急避難場
所兼指定避難所とした。
※指定避難所は「平屋の場合、浸水深0.5m未満の場所
にあること」「2階建ての場合、想定浸水深が2.0ｍ未満
の場所にあること」「3階建て以上の場合、想定浸水深
が5.0ｍ未満の場所にあること」を満たす施設を指定し
ている。

・これらは、ハザードマップ及びくらしのカレンダー（全戸
配布）に掲載し、ホームページでも情報公開している。
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取組項目

２）ソフト対策の主な取り組み　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■住民等の避難行動につながるわかりやすいリスク情報の周知

・まるごとまちごとハザードマップ整
備・拡充

・越水開始予測情報の提供

・自治体や住民の視点に立った浸水
シミュレーション

・立ち退き避難が必要な浸水危険区
域情報の提供

■避難計画、情報伝達方法等の改善

・住民等への情報伝達方法の改善

・リアルタイム情報の提供やプッシュ
型洪水予報の情報発信

・避難勧告等の発令基準の改善

・避難場所・避難経路の再確認と改
善

23行田市 24加須市 25本庄市 26春日部市 27羽生市 28鴻巣市 29深谷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

・今後、まるごとまちごとハザードマップの整備について検討
を行う。

・市内では大利根地域の一部で、実際にカスリーン台風によ
る洪水被害が発生したしたときの浸水深を、電柱に巻き付
けた看板に避難所情報と併せて表示・周知している。

・浸水想定区域には、電柱に浸水深などの表示看板
の設置を検討する。

・避難場所に指定避難場所であることを表示する看板を設置して
いる。
・各駅に避難場所案内看板を設置している。
・避難場所誘導案内付電柱広告に関する協定を東京電力グルー
プ及びＮＴＴグループの広告代理事業者と締結しており、電柱に避
難場所案内看板を随時設置している。

・避難所等の看板設置促進のため、地域貢献型電柱広告に
関する協定を民間企業と締結した。

・浸水想定区域内の電柱、学校、公共施設等に水深、避難
経路などの表示看板を設置する予定。
・企業と「広告付避難場所等電柱看板に関する協定」を締結
して、町内各所に設置してある電柱に避難場所、避難経路
を示していく予定。

・浸水想定区域には、電柱に浸水深などの表示看板の設置
を検討する。

・避難準備情報・避難勧告・避難指示を発令した場合は、防
災行政無線、広報車、行田ケーブルテレビ、ホームページ、
緊急速報メール、ツイッター、フェイスブック等を活用し、防
災関係機関、防災拠点、市民、事業所等に対し情報等を迅
速に伝達する。

地域防災計画上に、災害広報として、防災行政無線や電
話・ＦＡＸなどをもちい、段階的に、誰が、何を、どのように、
情報伝達していくかを定めている。

・防災行政無線、緊急速報メール等で情報伝達を行う
ことを地域防災計画で規定している。

・避難準備情報・避難勧告・避難指示を発令した場合は、防
災行政無線、広報車、メール配信サービス、ホームページ、
フェイスブック、ツイッター、緊急速報メール、Ｌアラートの協
力を得て広報を行う。

・各自治会あて一斉ＦＡＸを利用し、情報を提供する。

・防災行政無線、メール配信サービス、緊急速報メール、ア
マチュア無線、タクシー無線、市ホームページ、twitter等公
式ソーシャルメディア、道路情報表示板等を有効的に活用
し、情報伝達を迅速かつ的確に行う。

・避難準備情報・避難勧告・避難指示を発令した場合は、防
災行政無線、広報車、サイレン、口頭伝達、テレビ、ラジオ、
緊急速報メール、インターネット等を通じて広報を行う。
・消防団員、自主防災組織の協力を得て、当該地区の避難
行動要支援者にも周知徹底を図る。

防災行政無線、深谷市メール配信サービス、テレビ埼玉ｄメ
ニュー、テレドーム、緊急速報メール、広報車、Lアラートな
どの伝達手段により周知を行う。

・八斗島水位観測所の水位が避難判断水位3.9ｍに到達し
た場合、状況に応じ、避難準備情報を発令する。また、氾濫
危険水位4.8ｍに到達した場合や到達するおそれがある場
合、避難勧告又は避難指示を発令する。

地域防災計画上に、河川ごとに、配備体制（第１～第３）ご
と、また避難準備情報、避難勧告、避難指示のそれぞれの
避難情報ごとに、それぞれの発令基準となる、水位を設定し
ている。

・地域防災計画では警戒水位で避難準備情報、避難
判断水位で避難勧告、氾濫危険水位で避難指示と
なっている。

・地域防災計画で避難準備情報、避難勧告、避難指示の発
令基準を記載している。

・地域防災計画で避難準備情報、避難勧告、避難指示の発
令基準を記載している。

・地域防災計画で避難準備情報、避難勧告、避難指示の発
令基準を記載している。
・避難勧告等マニュアルを作成中。

・職員初動マニュアル【風水害編】、避難判断マニュアルを
作成し、発令基準を記載している。

・指定緊急避難場所、緊急避難所は、主に小中学校や公民
館を指定している。
・市の大半が浸水想定区域になっており、避難場所の階数
を限定して使用可としている。（中央小学校２階以上使用可
と洪水ハザードマップに掲載している。）

地域防災計画上に、防災活動拠点として、震災と風水害対
策の、それぞれ別に避難所や避難場所のほかに救援物資
受入施設等を含めた防災活動拠点を指定している。

・現在、指定避難所、指定緊急避難場所について選
定中。
・既存の地域防災計画で定める避難所・避難場所に
ついては、ハザードマップにおいてその浸水深等を示
している。

・ハザードマップやホームページで避難場所を掲示してい
る。
・浸水の生じない場所又はフロアとなる公共施設等を緊急
避難場所とし、そのうち、建物を有する箇所を避難所として
指定している。
・市のポータルサイト（オラナビ）や各駅の避難場所案内看
板等で避難場所への案内をしている。なお、避難場所案内
看板にはＱＲコードによる案内もしている。

・指定避難所は、小・中学校の体育館や公民館棟を応急的
に使用するが、1階が浸水する見込みの場合、施設の2階以
上を使用する。指定避難所については、食料・日用品・資機
材等の備蓄を浸水のおそれのない安全な場所で管理する
ことができる施設を対象に指定する。
・これらについては、ホームページやハザードマップで情報
公開している。

・防災マップ、ホームページで避難場所・避難経路を周知し
ている。

・浸水想定区域外の公民館や学校などの公共施設を指定
緊急避難場所として指定している。
※避難経路の掲示はしていない。
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取組項目

２）ソフト対策の主な取り組み　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■住民等の避難行動につながるわかりやすいリスク情報の周知

・まるごとまちごとハザードマップ整
備・拡充

・越水開始予測情報の提供

・自治体や住民の視点に立った浸水
シミュレーション

・立ち退き避難が必要な浸水危険区
域情報の提供

■避難計画、情報伝達方法等の改善

・住民等への情報伝達方法の改善

・リアルタイム情報の提供やプッシュ
型洪水予報の情報発信

・避難勧告等の発令基準の改善

・避難場所・避難経路の再確認と改
善

30草加市 31越谷市 32桶川市 33久喜市 34八潮市 35三郷市 36蓮田市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

・市内小中学校に指定避難場所の看板設置済み。

・電柱に避難場所等の案内広告を設置していく。

・電柱への看板設置に関する協定を締結し、電柱への避難
場所案内表示を随時設置している。

・浸水想定区域には、電柱に浸水深などの表示看板の設置
を検討する。

電柱に張り付ける形で設置している３９個の看板を平成２７
年度末に更新した。昭和２２年カスリーン台風時の実績浸水
深及び付近の避難所について記載している。

・想定浸水深を表示する看板は未整備であるが、市内150
箇所の電柱に、避難所誘導看板を設置している。

・避難所誘導看板の設置箇所を増やす。

・市内小中学校に指定避難場所の看板設置済み。

・現在、電柱に掲示はしていないが、今後、浸水深などの情
報を掲示することを検討している。

・広告関連業者と協定を結び電柱広告に公共スペースを設
け、避難所・避難場所の掲示に努めている。

・地域防災計画（水害編）で記載している。
[市]対象地域住民に対し、市防災行政用無線（同報系）、広
報車、口頭等により避難勧告等を伝達、インターネットの
ホームページ等に掲載
[消防]消防団員、消防車両、口頭等により伝達、自主防災
組織等の協力による組織的な伝達
[放送機関]市は各放送機関に避難勧告・指示の内容の放
送を要請

・防災行政用無線が聞こえにくい地域について、市民にメー
ル配信サービスの登録等啓発していく。

・避難準備情報、避難勧告、避難指示を発令した場合は、
防災行政無線、広報車、市ホームページ、登録制メール、ツ
イッター、Ｌアラートなど、状況により緊急速報メールにて行
う。

・防災行政無線
・桶川市防災情報メール
・桶川市ＨＰ
・広報車
・電話
・テレビ等報道機関への広報依頼

以上を整備済み。

・地域防災計画で伝達方法について記載している。
防災行政無線、防災行政無線情報メール、広報車、Ｌアラー
ト、エリアメール、緊急速報メール、フェイスブック、ツイッ
ター、ライン。

　防災行政無線、市ホームページ、緊急速報メール、Ｌア
ラート、市メール配信システム、広報車、一斉ＦＡＸ、自主防
災組織との連携。

・防災行政無線
・広報車
・緊急速報メール（エリアメール）
・三郷市公式サイト
・SNSの活用
・Lアラート→地デジデータ放送等

以上を整備済み。

・防災行政無線、広報車、市ホームページ、市公式メール配
信サービス、防災無線放送確認ダイヤル、報道機関の協力
を得て広報を行う。
・本部体制設置の際に自主防災会長に連絡。

・地域防災計画（水害編）で避難準備情報、避難勧告等の
発令判断基準を記載している。

・避難判断基準等の見直しを検討していく。

・地域防災計画で避難準備情報、避難勧告、避難指示の発
令基準を記載している。

・地域防災計画で避難準備情報、避難勧告、避難指示の発
令基準を記載している。
（荒川水位観測所の避難判断水位4.8ｍを超えた時点で避
難準備情報を発令し、氾濫危険水位5.6mを超えた時点で避
難勧告を発令）

地域防災計画で避難準備情報、避難勧告、避難指示の発
令基準について記載している。

現状は以下のとおり定めている。

避難準備情報：氾濫注意情報が発表され、河川水位の状況
や気象情報等から判断して一定時間後、避難を要する状況
になる可能性がある場合。
避難勧告：避難判断水位に到達し、その後も水位の上昇が
見込まれる場合。
避難指示：氾濫危険水位に到達し、その後も水位の上昇が
見込まれる場合。

・地域防災計画（あるいは水防計画等）で避難準備情報、避
難勧告、避難指示の発令基準を記載している。

地域防災計画に避難準備情報、避難勧告、避難指示の発
令基準を記載している。

・ハザードマップにより避難場所を周知している。

・避難場所等を記載したハザードマップを改訂し、市民に配
布していく予定。

・水害時の指定緊急避難場所や指定避難所となる施設は、
２階以上の部分としている。
・災害発生時における道路の損壊や周囲の延焼等による被
害状況に応じて、迅速に安全な場所に避難するため、平常
時から市民自らが指定緊急避難場所や指定避難所を認識
しておくよう出張講座や防災マップ等で啓発している。
※本市では、道路の破損、周辺の火災や浸水等により通行
が困難になることも考えられるため、地域ごとの避難場所や
避難経路を固定化していない。

・避難場所を桶川市ＨＰ、防災ガイド等で周知している。 ・現在指定緊急避難場所として１０６箇所、指定避難所とし
て７７箇所指定している。指定避難所は学校や福祉施設等
を指定しているが、指定緊急避難場所はその他に公園等も
指定している。指定緊急避難場所１０６箇所のうち、５８箇所
は洪水に対応しており、具体的には学校の２階以上などを
利用することを想定している。
避難経路については、ハザードマップ等を参考に、住民自
身で事前に確認していただくようお願いしている。

現状は以下のとおり定めている。

避難場所・避難所：小学校、中学校、高校
避難場所：公園、運動グラウンド
避難所：公民館、体育施設
浸水時は、浸水深以上の避難場所、避難所に限る。
※避難経路は未指定。

避難場所は小中学校・高校等と指定している。浸水時は浸
水深以上の階層としている。

・地域防災計画において、指定緊急避難場所については、
大型施設等の浸水しない階層の立体駐車場など、立ち入り
が可能な場所で、あらかじめ施設管理者に同意を得て市が
指定することになっており、今後指定していく予定。

・浸水区域から離れた公共施設を避難所に指定している。
・広告関連業者と協定を結び電柱広告に公共スペースを設
け、避難所・避難場所の掲示に努めている。

8/30



取組項目

２）ソフト対策の主な取り組み　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■住民等の避難行動につながるわかりやすいリスク情報の周知

・まるごとまちごとハザードマップ整
備・拡充

・越水開始予測情報の提供

・自治体や住民の視点に立った浸水
シミュレーション

・立ち退き避難が必要な浸水危険区
域情報の提供

■避難計画、情報伝達方法等の改善

・住民等への情報伝達方法の改善

・リアルタイム情報の提供やプッシュ
型洪水予報の情報発信

・避難勧告等の発令基準の改善

・避難場所・避難経路の再確認と改
善

37幸手市 38吉川市 39白岡市 40上里町 41宮代町 42杉戸町 43松伏町

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

・カスリーン台風の時の浸水深が分かる場所については、
電柱に表示看板が設置されている。

・市内小中学校、県立高校、一部公共施設に指定避難場所
の看板設置済み
・指定避難場所誘導看板を20箇所設置済み
・企業と避難場所誘導案内付電柱広告に関する協定を締結
しており、順次、設置を拡大している。

・企業との協定により、電柱公告を活用した避難所誘導案
内を設置した。

・避難場所の表示看板は設置済みだが、内閣府により標準
化されたピクトグラムを使用したものに更新する予定。

・学校、公共施設等に避難所などの表示看板を設置してい
る。

・指定緊急避難場所、指定避難所を指定したので、設置看
板の見直しを予定。

・過去の水害の浸水深を、電柱などに明示している。 ・現在１７箇所設置済み。 ・今後、まるごとまちごとハザードマップの整備の検討を行
う。

・避難準備情報・避難勧告・避難指示を発令した場合は、防
災行政無線、広報車、消防団、メール配信サービス、緊急
速報メール、Ｌアラート、報道機関の協力を得て広報を行う。
・対象区域住民自治組織の長に連絡し、関係地域内の全て
の人に伝わるよう留意して、伝達する。
・自主防災組織や自治会との協力・連携により、避難行動要
支援者をはじめ住民への周知漏れを防ぐ。

・防災行政無線のスピーカーは豪風雨の時には聞こえずら
いので、メール配信サービスの登録を引き続き推進してい
く。【平成28年度～】

・避難準備情報・避難勧告・避難指示を発令した場合は、防
災行政無線、広報車、ホームページ、登録制メール、ツイッ
ター、スマートフォンアプリ（Yahoo!防災速報）、緊急速報メー
ル、Ｌアラート、報道機関の協力を得て広報を行う。
・対象区域住民自治組織の長に連絡するなど、関係地域内
の全ての人に伝わるよう留意して、伝達する。
・自主防災組織の地域コミュニティとの協力・連携により、避
難行動要支援者をはじめ住民への周知漏れを防ぐ。

・防災行政無線、広報車、白岡市安心安全メール（登録制
メール）、緊急速報メール、インターネット（ホームページ
等）、回覧、ハンドマイク、県の防災システム（災害用オペ
レーション支援システム）を用いてＬアラートへの発信。
・ケーブルテレビ企業と協定を締結しており、要請をすれ
ば、ケーブルテレビにて情報公開可能。

・避難準備、避難勧告、避難指示を発令した場合は、防災
行政無線、広報車、町公式ホームページ、フェイスブック、防
災メール、Lアラート、報道機関との協力を得て広報を行う。

・避難準備情報・避難勧告・避難指示を発令した場合は、防
災行政無線、広報車等で情報を伝達するとともに、消防団、
自主防災組織等の協力を得て、町民への周知徹底を図ると
ともに、町本部は、避難勧告・指示情報を町ホームページ等
に掲載する。
・広域にわたって避難の勧告及び指示の伝達を行う必要が
あるときは、県を通じて各放送機関に対して、避難勧告又は
指示内容の放送の協力要請をする。

・防災行政無線、広報車、登録制メール、エリアメール、Ｌア
ラート

・防災行政無線、広報車、メール配信サービス、フェイスブッ
ク、ツイッター、Ｌアラート、報道機関の協力を得て、広報を
行う。

・自主防災組織等の地域コミュニティとの協力、連携により、
住民への周知漏れを防ぐ。

・地域防災計画及び水防計画で避難準備情報、避難勧告、
避難指示の発令基準を記載している。

・地域防災計画で避難準備情報、避難勧告、避難指示の発
令基準を記載している。

・地域防災計画で避難準備情報、避難勧告、避難指示の発
令基準を記載している。
・利根川の水位観測所（栗橋）の水位が「避難判断水位」
（8.00ｍ）に達した際に、「避難準備情報」の発令を判断す
る。
・利根川の水位観測所（栗橋）の水位が「氾濫危険水位」
（8.50ｍ）に達した際に、「避難勧告」等の発令を判断する。

・地域防災計画等で避難準備情報、避難勧告、避難指示の
発令基準を記載している。

・地域防災計画の見直しを行う予定。

・地域防災計画で避難準備情報、避難勧告、避難指示の発
令基準を記載している。

現状は以下のとおり定めている。

・避難準備情報は、利根川(栗橋）が氾濫注意水位に達し、
さらに水位の上昇が予想されるとき。
・避難勧告は、利根川(栗橋）が避難判断水位に達し、さらに
水位の上昇が予想されるとき。
・避難指示は、破堤したとき。破堤に繋がるような大量の漏
水、亀裂。内水はん濫により、近隣で浸水が床上に及んだ
時。特別警報が発令された時。

・地域防災計画で発令判断の目安を記載している。
避難準備情報：利根川が氾濫し、町域への到達が予想され
るとき。
避難勧告：氾濫水が町域に向かっているとき
避難指示：氾濫水が町域に迫っているとき

・避難判断マニュアルの作成を検討中

・公共施設がある場所の浸水深を考慮して、建物が浸水し
ない上階を緊急避難場所として指定している。
・これらは、ハザードマップ、ホームページで情報公開してい
る。

・情報を公開しているが把握していない市民もいるので、今
後も引き続き周知していく。【平成28年度～】

・指定緊急避難場所、指定避難所は防災マップ、ホーム
ページ、広報志、その他情報発信ツールにより周知してい
る。
・避難経路は現場の状況や居住地により異なると考える。
出前講座等で避難経路の選定方法や、避難時の注意点等
を周知している

・避難経路に関しては、市長の特定の指示がなされた場合
には、その経路とする。
・特別の指示がない場合には「土木班」が指定をするが、状
況により、指定が困難な場合には特に指定しない場合もあ
る。

・指定緊急避難場所及び指定避難所を指定している。【平成
２７年度】

・避難所は防災マップ、ホームページ、広報誌により周知し
ているが、避難経路については未策定のため、今後策定す
る。【H28年度～】

・グランドや公園、体育館、公民館などの公共施設を避難場
所として指定している。
これらは、ハザードマップ、ホームページで情報公開してい
る。
※避難経路は設定していない。

・小中学校や公民館を指定緊急避難場所、指定避難所に指
定している。
・これらは、ハザードマップに掲載しており、町ホームページ
で情報を公開している。

・小中学校、県営公園（高台）等を指定緊急避難場所及び指
定避難所を指定している。
・これらは、町ホームページで情報を公開している。

・避難経路については未策定のため、今後検討する。
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取組項目

２）ソフト対策の主な取り組み　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■住民等の避難行動につながるわかりやすいリスク情報の周知

・まるごとまちごとハザードマップ整
備・拡充

・越水開始予測情報の提供

・自治体や住民の視点に立った浸水
シミュレーション

・立ち退き避難が必要な浸水危険区
域情報の提供

■避難計画、情報伝達方法等の改善

・住民等への情報伝達方法の改善

・リアルタイム情報の提供やプッシュ
型洪水予報の情報発信

・避難勧告等の発令基準の改善

・避難場所・避難経路の再確認と改
善

47足立区 48葛飾区 49江戸川区 茨城県 群馬県 埼玉県 東京都

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

・新たな浸水想定区域図に基づいて、設置を進めていく予
定。（ただし、当区にとって一番大きな被害が想定される河
川の浸水想定深を表示予定）

・浸水想定区域には、電柱に浸水深などの表示看板の設置
を検討する。

・水害に対する区民の意識を啓発するため、小中学校の校
舎や公園、堤防など区内174箇所に「水位標示板」を設置済
み。

・洪水浸水想定区域の見直し後、公共施設や電柱を中心に
看板の設置を検討していく。

・防災行政無線の放送、メール配信、広報車による巡回、
ホームページへの掲載、ツイッターへの掲載、デジタルサイ
ネージ、エリアメール、あだち安心電話。

・避難準備情報・避難勧告・避難指示を発令した場合は、防
災行政無線、広報車、区公式サイトメール配信サービス、
フェイスブック、ツイッター、緊急速報メール、Ｌアラート、あだ
ち安心電話、報道機関の協力を得て広報を行う。
・防災行政無線スピーカーを防災行政無線が聞こえにくい
地域（難聴地域）に来年度から整備を予定している。

・防災行政無線、広報車、エリアメール（docomo）・緊急速報
メール（softbank、KDDI）、安全・安心情報メール、区ホーム
ページ、区公式フェイスブック、区公式ツイッター、かつしか
FM、J：COM東葛葛飾、NHK総合テレビのデータ放送

・防災行政無線（デジタル化）、FMえどがわ、ケーブルテレ
ビ、防災メール、区公式HP

・防災行政無線デジタル化による取り換えに伴い、難聴地域
を改善する。【平成27年度～31年度】
・メールニュース・ツイッター・フェイスブック・FMラジオ・ケー
ブルテレビによる情報伝達手段の整備。

・地域防災計画において、各河川の水位における避難の発
令基準を定めている。

・利根川の避難勧告等の発令基準についても検証して、定
める予定

現状は以下のとおり定めている。

【避難準備情報】
八斗島が氾濫注意水位1.90mに到達し、更に水位上昇が見
込まれるとき
【避難勧告】
八斗島が避難判断水位3.90mに到達し、更に上昇するおそ
れがあるとき
【避難指示】
八斗島が氾濫危険水位4.80mに到達したとき

・広域避難の促進を目的とした、自主広域避難の呼掛け、
広域避難勧告といった早期段階における避難情報の発表
を検討中。

・足立区洪水ハザードマップに掲載しており、ホームページ
で情報公開している。

・浸水しない地域への避難ができなかった場合に、緊急的
に生命を守るために垂直避難ができるように、区の２４１施
設を「洪水緊急避難建物」として指定をした。
・自治町会が、民間マンション等と水害時の一時避難に関す
る協定を締結できるように、ガイドラインを作成する等して支
援をしている。

避難場所：区内（大島小松川公園、葛西南部地区）２箇所、
区外（国府台）１箇所
避難経路：指定なし。徒歩で避難

・広域避難の見直しをする予定。
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利根川上流河川事務所 06五霞町 12伊勢崎市 15玉村町 21さいたま市 22熊谷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組
取組項目 気象庁 水資源機構

・避難誘導体制の充実

・避難誘導の体制は以下の通り。
（１）避難の誘導は、警察官、消防団，町職員等が連携し実
施する。
（２）消防機関、県警察本部、自主防災組織等の協力を得
て、組織的な避難誘導に努めるほか平時から避難経路の
安全性の向上に努める。
（３）避難行動要支援者の所在を把握しておくとともに、自主
防災組織等、地域の協力を得て、避難誘導と確認に努め
る。
（４）学校，社会教育施設、及び社会福祉施設等において
は、各施設の管理者が、児童・生徒施設利用者等を安全に
避難誘導する。

・避難に自家用車を使用しないよう指導する。

・年１回防災訓練を実施しており、その際は警察や消防にも
協力してもらっている。

・地域防災計画（または水防計画等）に避難誘導体制につ
いて記載する。【平成29年度～】

・市、消防機関及び警察機関は連携し、避難誘導を行う。
・地域住民や自主防災組織の協力を得て、災害時要援護者
の安全確保に努める。

・地域防災計画に沿って、各関係者が初動対応を図る。
・広報等で、住民に対して避難場所、避難経路、危険箇所の
確認等を促す。

・避難行動要支援者への避難誘導は、自治会、自主防災組
織、民生・児童委員が行う。

・避難経路については、ハザードマップ等を参考に、住民自
身で事前に確認していただくようお願いしている。

・避難の誘導は、消防職員、消防団員又は 警察官が行
う。  自主防災組織は、これらの機関に協力する。
・避難の誘導は、道路、橋りょう等の状況から安全な経
路を選び誘導する。特に、危険箇所には人員を配置す
る。避難は、原則として、避難者による自力避難とす
る。
・避難にあたっては、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児
等の要配慮者を優先させる。ただし、自力及び家族等
の支援による避難が困難な避難者は、総務部等が準
備した車両により避難させる。
・市民に対しては、自家用車を使用した避難により浸水
等に巻き込まれることのないよう、周知及び広報に努め
る。

・隔年で市総合防災訓練を実施しており、その際は消
防団に協力してもらい避難誘導訓練を行っている。

・要配慮者利用施設の避難計画の
作成及び訓練の促進

・福祉担当課と調整し，要配慮者利用施設における訓練の
実施支援を検討する。

・施設ごとに避難計画を作成するように依頼する。 ・福祉担当課と調整し，要配慮者利用施設における避難計
画や、避難訓練の実施支援を検討していく。

・福祉担当課と調整し，要配慮者利用施設における避難計
画や、避難訓練の実施支援を検討していく。

・福祉担当課と調整し、避難計画策定の支援や、要配
慮者利用施設における訓練の促進を図る。

■企業防災等に関する事項

・不特定多数の利用する地下施設の
避難計画の作成及び訓練の促進

浸水対策や避難計画の策定に向け
た検討を行い、資料提供等、支援を
実施する。

・大規模工場の避難計画の作成及び
訓練の促進

浸水対策や避難計画の策定に向け
た検討を行い、資料提供等、支援を
実施する。

・町内の大規模工場について、浸水対策計画の策定支援を
検討する。

・水防法第15条第1項第4号ハの規定に基づき用途と規模を
条例で制定後、実施していく。

・大規模工場の避難計画等の策定支援を検討する。 ・大規模工場の避難計画等の策定支援を検討する。 ・大規模工場に対して、避難計画の策定支援を行う。
（予定）

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・　周知等

・想定最大規模降雨による洪水浸水
想定区域図、氾濫シミュレーションの
公表

・管理河川の洪水浸水想定区域図、
氾濫シミュレーションの策定・公表を
行う。

・氾濫特性を考慮した被害シナリオと
緊急避難及び広域避難計画の策定

・広域避難計画（案）の策定のための
ワークショップ開催等支援を行う。

・気象情報等の視点で作成に必要な
情報の提供及び策定を支援する。

・今後、近隣市町と連携し、広域避難計画を検討していく予
定。

・広域避難計画は未策定だが、地域防災計画に広域的避
難について記載してある。

・想定最大規模降雨の洪水浸水想定区域図に基づき、広域
避難も含めた避難計画の策定を検討する。

・想定最大規模降雨の洪水浸水想定区域図に基づき、広域
避難も含めた避難計画の策定を検討する。

・今後、広域避難計画の策定を検討していく。

・広域避難のための避難場所の確保

自治体間の相互災害時応援協定を結ぶ中で、避難所を定
め相互の広域避難を検討する。

・本庄市、深谷市と三市で協力協定を締結している。
・避難者の受入れについては指定避難所を利用する。

自治体間の相互災害時応援協定を結ぶ中で、避難所を定
め相互の広域避難を検討する。

・埼玉県及び株式会社さいたまアリーナと協定を締結してお
り、他市町村からの避難者を受け入れる体制をとっている。

・妻沼小島地区（利根川北岸の地区）の住民等を対象
とした群馬県太田市の施設を、指定避難所兼指定緊急
避難場所（太田市立南小学校、太田市立南中学校）、
指定緊急避難場所（太田市沢野スポーツ広場）に指定
している。

・（参考）原子力災害時の広域避難受入れに関して、現
在静岡県（焼津市）と協議中である。

・広域避難を考慮したハザードマップ
の作成・周知

・広域避難の情報を入れたハザードマップを今後検討する。 ・ハザードマップを新しく作成する際に検討する。 ・想定最大規模降雨による浸水想定区域図が示され次第、
検討する。

・想定最大規模降雨による浸水想定区域図が示され次第、
検討する。

・利根川洪水ハザードマップにおいて、妻沼小島地区
（利根川北岸の地区）の住民等を対象とした指定避難
所兼指定緊急避難場所（太田市立南小学校、太田市
立南中学校）、指定緊急避難場所（太田市沢野スポー
ツ広場）を掲載し、全戸配布している。【平成19年度、平
成27年度】
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取組項目

・避難誘導体制の充実

・要配慮者利用施設の避難計画の
作成及び訓練の促進

■企業防災等に関する事項

・不特定多数の利用する地下施設の
避難計画の作成及び訓練の促進

・大規模工場の避難計画の作成及び
訓練の促進

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・　周知等

・想定最大規模降雨による洪水浸水
想定区域図、氾濫シミュレーションの
公表

・氾濫特性を考慮した被害シナリオと
緊急避難及び広域避難計画の策定

・広域避難のための避難場所の確保

・広域避難を考慮したハザードマップ
の作成・周知

23行田市 24加須市 25本庄市 26春日部市 27羽生市 28鴻巣市 29深谷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
・避難誘導の体制は以下の通り。
（１）避難の誘導は、警察官、消防団，市職員等が連携し実
施する。
（２）自治会、自主防災組織は、自らが主体となって、事前に
安全を確認しておいた避難経路による避難に努めるものと
する。
（３）避難行動については、原則として徒歩によるものとする
が、状況により要配慮者又は歩行困難者を、適当な場所に
集合させ、車両等による輸送を実施する。

・地域防災計画上に、避難対策として、避難の仕方や避難
のタイミング、民生委員などが避難誘導する災害時要援護
者への避難のあり方や、学校などの文教対策としての避難
対策などを定めている。

・地域防災計画では、各施設管理者、警察署、消防機
関、自主防災組織等が避難誘導にあたることとなって
いる。

・安全な避難活動を実施するために、避難路の指定、避難
場所標識の整備、誘導体制の確立を整備している。

避難行動要支援者名簿を作成、及び要援護の届出制度に
より自治会等による支援体制を図っている。

・避難にあたっては自治会単位とし、市は、高齢者、障がい
者、妊産婦、乳幼児などの自力避難が困難な人、また地理
に不案内な人、日本語を解さない人等の避難講堂要支援者
の確実な避難のため、自治会や自主防災組織と連携し、安
全で迅速な避難を図る。
・既に河川が氾濫し、移動が危険な場合は、自宅の上階や
安全が確保された屋内などに留まるという避難行動も重要
であることに留意しながら誘導を行う。

・避難の誘導は、警察官、消防団、自治会、自主防災組織、
市職員が連携し実施する。
・避難にあたっては自治会単位とする。
・避難行動要支援者の確実な避難のため、自治会や自主防
災組織と連携し、安全で迅速な避難を図る。

避難誘導は「救援避難部」が消防本部、警察、消防団、自治
会及び自主防災会等の協力を得て実施する。

・福祉担当課と調整し、要配慮者利用施設における避難計
画や、避難訓練の実施支援を検討していく。

・要配慮者利用施設において策定している避難計画の対象
災害の中に水害も対象として位置づけてもらうように検討す
る。

・ハザードマップに浸水想定区域の要配慮者施設の
記載があり、相談があった場合は、支援等の対応を
行う予定。

・市内の浸水想定区域内にある要配慮者利用施設に対し、
水防計画の策定や、水防訓練の実施を呼びかけている。

・市は、病院や福祉施設の入所者・通所者の避難誘導が実
施できるよう、施設管理者と自主防災組織等との連携協力
体制を確立するよう支援する。

・福祉担当課や高齢者担当課と調整し，要配慮者利用施設
における避難計画の策定に向けた支援を検討していく。
※要配慮者利用施設における浸水対策計画は現在策定さ
れていない。

・福祉担当課と連携し要配慮者利用施設における支援を検
討していく。

・大規模工場の定義の条例化については、他市町村の動向
を注視しながら検討していく。

・大規模工場に対して、避難計画の策定支援に向けた検討
を行う。

・大規模工場の避難計画等の策定支援を検討する。 ・大規模工場の避難計画等の策定支援を検討する。 市内の大規模工場に対して、避難計画の必要性を周知する
と共に、策定支援を検討する。

・大規模工場の避難計画等の策定支援を検討する。 市内に大規模工場がない

・浸水想定区域図に基づき、広域避難を含めた避難計画策
定の検討に努める予定。

・地域防災計画上に、避難対策として、特に避難準備情報
発令時の事前避難における中心的な避難方法として位置
付けている。具体的には、自治体間の相互災害時応援協定
を結ぶ中で、避難所を定め相互の広域避難に役立てる。

・想定最大規模降雨の洪水浸水想定区域図に基づ
き、広域避難も含めた避難計画を策定する。

・広域避難計画は策定していないが、地域防災計画に広域
避難対策に関する内容を記載している。

広域避難計画は策定していないが、市地域防災計画に広
域避難対策に関する内容を記載している。

・今後、近隣市町と協議を実施し、広域避難計画を検討して
いく予定。

・広域避難計画は策定していないが、地域防災計画に関す
る内容を記載している。

・県や協定先と連携を図り市外の避難場所確保の検討に努
める予定。

・地域防災計画上に、避難対策として、特に避難準備情報
発令時の事前避難における中心的な避難方法として位置
付けている。具体的には、自治体間の相互災害時応援協定
を結ぶ中で、避難所を定め相互の広域避難に役立てる。

・加須市、渋川市、深谷市、伊勢崎市と災害時協定を
締結をしているが、具体的な施設までは決まっていな
い。

・広域避難に関し、既存の指定避難場所を利用し受け入れ
る体制を構築している。特に、茨城県と静岡県からの避難に
関しては、埼玉県と連動し、春日部市で受け入れる想定数
が満たされる施設を整備している。

・福島県金山町、山梨県富士河口湖町、群馬県藤岡市・富
岡市、神奈川県藤沢市、静岡県藤枝市、愛知県江南市・島
津市などと大規模災害に備えた相互応援に関する協定を締
結している。
※他市町村からの避難者受入れ等に関しては具体的な取
り決めが出来ていない。

・災害時応援協定を締結している福島県金山町及び静岡県
三島市を含め、大規模災害時の避難場所について検討して
いく予定。
・原発事故を想定した広域避難として、茨城県及び静岡県
から避難者の受け入れについて依頼を受けており、施設の
指定について検討している。

・近隣市町村と災害時相互応援協定を締結している。

・広域避難計画策定後に掲載を検討する予定。 ・市内を４地域に分割し、裏表の両面刷りで、震災・風水害
時の広域避難のイメージがわかるようなマップを作成中であ
り、平成28年中に配布する。

・想定最大規模降雨による浸水想定区域図が示され
次第、検討に入る予定。

・既に広域避難の情報を入れた洪水ハザードマップを公表
している。
洪水ハザードマップは近隣市町と共同で作成した。

浸水想定区域図が示され次第、ハザードマップの改定と併
せ検討していく。

・ハザードマップで北本市方向に避難するよう示している ・広域避難の情報を入れたハザードマップを今後検討する。

12/30



取組項目

・避難誘導体制の充実

・要配慮者利用施設の避難計画の
作成及び訓練の促進

■企業防災等に関する事項

・不特定多数の利用する地下施設の
避難計画の作成及び訓練の促進

・大規模工場の避難計画の作成及び
訓練の促進

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・　周知等

・想定最大規模降雨による洪水浸水
想定区域図、氾濫シミュレーションの
公表

・氾濫特性を考慮した被害シナリオと
緊急避難及び広域避難計画の策定

・広域避難のための避難場所の確保

・広域避難を考慮したハザードマップ
の作成・周知

30草加市 31越谷市 32桶川市 33久喜市 34八潮市 35三郷市 36蓮田市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
・地域防災計画（水害編）で記載している。
　市職員、消防職員、消防団員、警察官等は相互に協力し、
避難者を避難所又は避難場所へ誘導し、安全に移送。
　災害時要配慮者台帳等を基に、地域住民及び自主防災
組織等の協力の下に、災害時要配慮者の発見と誘導に努
める。

・市職員、消防機関、自主防災組織等が連携して、避難誘
導に努める。

・市民を適切に避難誘導するため、市は、あらかじめ自主防
災組織における避難誘導組織を整備するよう指導するとと
もに、市、消防、警察と自主防災組織との連携体制を確立し
ている。
・要配慮者の避難誘導に際しては、自治会（自主防災組
織）、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サー
ビス事業者等の多様な主体と連携している。

・市職員、警察、消防、消防団員、自主防災組織が連携し
て、市民の避難誘導及び安全の確保を行う

・地域防災計画で避難誘導体制について記載している。
・市の総合防災訓練において、毎年避難誘導訓練を実施し
ており、避難行動要支援者にも参加していただいている。

・広報班による災害情報の発信、援護班による避難行動要
支援者の避難誘導を計画している。

・市が、消防本部、警察、消防団員、自主防災会などの協力
を得て実施する。
・要支援者については優先的に避難誘導する。
・避難時に危険となる箇所、避難経路等の掲示は行ってい
ない。

避難誘導の体制は以下の通り。
（１）避難の誘導は、警察官、消防団，市職員等が連携し実
施する。
（２）消防機関、県警察本部、自主防災組織等の協力を得
て、組織的な避難誘導に努めるほか平時から避難経路の
安全性の向上に努める。
（３）避難行動要支援者の所在を把握しておくとともに、自主
防災組織等、地域の協力を得て、避難誘導と確認に努め
る。
（４）学校，社会教育施設、及び社会福祉施設等において
は、各施設の管理者が、児童・生徒施設利用者等を安全に
避難誘導する。

・関係課と調整し、要配慮者利用施設を対象とした避難訓
練等について検討していく。

・関係課と調整し、要配慮者利用施設における避難計画
や、避難訓練の実施支援を検討していく。（H29年度～）

平成28年度内に担当課と調整予定 ・福祉担当課と調整し，要配慮者利用施設における避難計
画作成や、避難訓練の実施支援を検討していく。

・福祉担当課と調整し，要配慮者利用施設における避難計
画や、避難訓練の実施支援を検討していく。

・福祉担当課と調整し，要配慮者利用施設における避難計
画や、避難訓練の実施支援を検討していく。
※要配慮者利用施設における浸水対策計画は現在策定さ
れていない。

・福祉担当課と調整し，要配慮者利用施設における避難計
画や、避難訓練の実施支援を検討していく。

・大規模工場の避難計画について、必要な資料提供等、支
援を検討する。

・大規模工場の避難計画等の策定支援を検討する。 ・大規模工場の避難計画等の策定支援を検討する。 ・大規模工場の避難計画等の策定支援を検討する。 ・大規模工場の避難計画等の策定支援を検討する。 ・大規模工場の避難計画等の策定支援を検討する。 ・大規模工場の避難計画等の策定支援を検討する。

・広域避難計画は策定していないが、地域防災計画（または
水防計画等）に広域避難対策に関する内容を記載してい
る。

・広域避難計画の策定について検討していく予定。

・広域避難計画は策定していないが、隣接市への広域避難
の情報を入れた洪水ハザードマップを公表している。
・地域防災計画に広域避難対策に関する内容を記載してい
る。

・想定最大規模降雨の洪水浸水想定区域図に基づき、広域
避難も含めた避難計画の策定を検討する。

・広域避難計画は策定していないが、地域防災計画に広域
避難対策に関する内容を記載している。

・想定最大規模降雨の洪水浸水想定区域図に基づき、広域
避難も含めた避難計画を検討する。

・広域避難計画は策定していないが、隣接市への広域避難
の情報を入れた洪水ハザードマップを公表している。
・地域防災計画に広域避難対策に関する内容を記載してい
る。

・隣接市町村との避難所相互利用に関する協定を結んでい
る。

・県南４市（川口市、蕨市、戸田市、本市）は避難場所の相
互利用に関する協定を結んでおり、各市が指定するすべて
の避難場所を利用することができるとしている。

・広域避難場所の確保について、他自治体と協議していく予
定。

・下記の近隣市町と災害協定を締結し、避難場所等の相互利用を行う。

災害に対する相互応援及び協力に関する協定（草加市・越谷市・八潮市・
三郷市・吉川市・松伏町）
災害時における避難場所相互利用に関する協定（春日部市）
災害時における避難場所相互利用に関する協定（さいたま市（旧岩槻市）
）
災害時における埼玉県内市町村間の相互応援に関する基本協定

・群馬県安中市、栃木県真岡市、茨城県那珂市、新潟県阿
賀野市、埼玉県川島町などと災害時における相互応援に関
する協定を締結している

・原発事故を想定した広域避難として、茨城県及び静岡県
から避難者の受け入れについて依頼を受けており、施設の
指定について検討している。

・下記の近隣市町と災害協定を締結し、避難場所等の相互利用を
行う。

災害時における埼玉県内市町村間の相互応援に関する基本協定
災害に対する相互応援及び協力に関する協定（草加市・越谷市・
八潮市・三郷市・吉川市・松伏町）
足立区と八潮市との災害時における相互援助に関する協定
災害時における八潮市と葛飾区との相互応援に関する協定

・災害に対する相互応援及び協力に関する協定（草加市・越
谷市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町）
・行田市、館山市、葛飾区、長野県安曇野市、奈良県三郷
町、福島県広野町・西会津市

自治体間の相互災害時応援協定を結ぶ中で、避難所を定
め相互の広域避難に役立てる予定。

・近隣自治体とハザードマップの共同作成について検討す
る。

・既に広域避難の情報を入れた洪水ハザードマップを公表
している。
洪水ハザードマップは近隣市町と共同で作成した。

・今後策定予定 次回ハザードマップ改訂時に広域避難情報の記載について
検討する。

・既に広域避難の情報を入れた洪水ハザードマップを公表
している。
洪水ハザードマップは近隣市町と共同で作成した。

・既に広域避難の情報を入れた洪水ハザードマップを公表
している。
洪水ハザードマップは近隣市町と共同で作成した。

・想定最大規模降雨による浸水想定区域図が示され次第、
検討に入る予定。

13/30



取組項目

・避難誘導体制の充実

・要配慮者利用施設の避難計画の
作成及び訓練の促進

■企業防災等に関する事項

・不特定多数の利用する地下施設の
避難計画の作成及び訓練の促進

・大規模工場の避難計画の作成及び
訓練の促進

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・　周知等

・想定最大規模降雨による洪水浸水
想定区域図、氾濫シミュレーションの
公表

・氾濫特性を考慮した被害シナリオと
緊急避難及び広域避難計画の策定

・広域避難のための避難場所の確保

・広域避難を考慮したハザードマップ
の作成・周知

37幸手市 38吉川市 39白岡市 40上里町 41宮代町 42杉戸町 43松伏町

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
・避難誘導の体制は以下の通り。
（１）避難の誘導は、自主防災組織、自治会、警察官、消防
団，市職員等が連携し実施する。
（２）避難行動要支援者の所在を把握しておくとともに、自主
防災組織等、地域の協力を得て、避難誘導と確認に努め
る。
（３）学校，社会教育施設、及び社会福祉施設等において
は、各施設の管理者が、児童・生徒施設利用者等を安全に
避難誘導する。

・避難の誘導は、市職員、消防団員、自主防災組織が実施
するものとし、状況に応じ、地区ごとに責任者及び誘導員を
定めておくものとする。被害の規模等により対応が困難な場
合においては、必要により、警察官、消防職員、自衛官等に
協力を要請する。

・避難は自ら行うことを原則としているが、要配慮者等、自
力による避難が困難な場合には、車両等による輸送を行
う。
・危険な地域には標示、縄張りを行い、必要に応じて、誘導
員を設置する。
避難誘導は、避難所等の救助物資配給を考慮し、自主防災
組織、行政区等の単位で行う。
・避難順位はおおむね、次の順位で行う。第１順位「病弱者・
障がい者」、第２順位「高齢者・妊産婦・乳幼児・児童」、第３
順位「一般市民」
・学校に関しては避難誘導マニュアルを作成し、教職員は運
用の精通、日頃から避難訓練を実施し、、児童・生徒に災害
時の行動について周知しておく。

・避難誘導の体制は以下の通り。
（１）避難の誘導は、警察官、消防員、消防団員等の協力に
より連係して地域ごとに効率よく実施する。
（２）学校、会社、事業所、その他多数の人が集合する場所
における避難等の措置は、その場所の責任者、管理者等に
よる自主統率を原則とする。ただし、学校及び夜間多人数
が集合している場所等については、必要に応じて職員を派
遣し、避難誘導に必要な措置をとる。
（３）自動車による避難及び家財の持ち出し等は中止させ
る。

・町職員は避難勧告又は指示が発せられた場合、消防職
員、消防団、自主防災組織等と協力して避難場所等安全な
場所に町民を誘導又は移送する。

・町、警察、消防機関等により、自主防災組織の協力を得て
避難誘導を行う。

・住民の避難誘導は、自主防災組織、自治会、消防団が行
う。

・避難行動要支援者の避難は、自主防災組織、民生委員、
児童委員等が支援する。

・学校・幼稚園・保育園の園児・児童・生徒や、社会教育施
設の利用者は、施設管理者が誘導する。

・地域防災計画で社会福祉施設に対して、緊急体制の確保
や避難誘導計画について記載している。

・要配慮者利用施設への対応等を考慮した避難計画の導
入の必要性を検証し、必要に応じ避難計画を検討する。

・地域防災計画で、要配慮者利用施設に対して、避難誘導
計画の作成や訓練の実施について記載している。

・要配慮者利用施設による避難誘導計画の作成や訓練の
実施について支援する。

・福祉担当課と調整し，要配慮者利用施設における避難計
画や、避難訓練の実施支援を検討していく。

・防災に関する訓練を事業所ごとに事業所主体で実施して
いる。

・福祉担当課と調整し、要配慮者利用施設における訓練の
実施支援を検討する。

・福祉担当課と調整し、訓練の実施支援を検討していく。

・大規模工場の避難計画等の策定支援を検討する。 ・対象となる大規模工場に対して避難計画作成の働きかけ
を行う【平成28年度～】

・対象となる施設について調査し、必要に応じて水防法の規
定に基づき用途と規模を条例で制定後、実施していく。

・大規模工場の避難計画等の策定支援を検討する。 町内に大規模工場がない 町内に大規模工場がない ・大規模工場の避難計画等の策定支援を検討する。

・広域避難計画は策定していないが、隣接市への広域避難
の情報を入れた洪水ハザードマップを公表している。

・想定最大規模降雨の洪水浸水想定区域図に基づき、広域
避難も含めた避難計画の策定を検討する。

・広域避難計画は策定していないが、地域防災計画に広域
避難対策に関する内容を記載している。

・地域防災計画の見直しを検討中であり、その際に内容に
ついて検証する予定。

・広域避難計画は策定していないが、地域防災計画に広域
避難対策に関する協定を掲載している。

・広域避難計画は策定していないが、周辺市町との協定を
締結している。

・広域避難計画は策定していないが、地域防災計画に広域
避難対策に関する内容を記載している。

・近隣市町で構成する田園都市づくり協議会で災害時相互
応援協定を結んであり、各市町が指定する全ての避難所を
利用できる。
・埼玉県内の全ての市町村で相互に協力する協定を結んで
あり、被災者の一時収容のために施設を提供される。
・さくらサミット加盟団体と相互応援協定を結んであり、被災
者の一時収容のために施設を提供される。

・近隣市町と災害協定を締結し、避難場所等の相互利用を
行う。
・災害に対する相互応援及び協力に関する協定（草加市・越
谷市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町）

・近隣市町で構成する東部中央都市連絡協議会及び田園
都市づくり協議会において構成市町と相互応援及び避難所
相互利用の協定を締結している。

・地域防災計画の見直しを検討中であり、その際に内容に
ついて検証する予定。

・東部中央都市連絡協議会（春日部市、蓮田市、白岡市、杉
戸町、宮代町）及び田園都市づくり協議会（久喜市、蓮田
市、幸手市、白岡市、杉戸町、宮代町）において構成市町と
相互応援の協定を締結しており、避難場所を確保している。

他市町と協定を締結している。 自治体間の相互災害時応援協定を結ぶ中で、避難所を定
め相互の広域避難を検討する。

・想定最大規模降雨による浸水想定区域図が示され次第、
検討する。

・既に広域避難の情報を入れた洪水ハザードマップを公表
している。
洪水ハザードマップは近隣市町と共同で作成した。

・想定最大規模の浸水想定区域の公表後、ハザードマップ
の改訂と併せて検討する。

・地域防災計画の見直しを検討中であり、その際に内容に
ついて検証する予定。

・検討中

・地域防災計画の見直しを検討中であり、その際に内容に
ついて検証する予定。

・想定最大規模降雨による浸水想定区域図が示され次第、
検討する。

・想定最大規模降雨による浸水想定区域図が示され次第、
検討する。
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取組項目

・避難誘導体制の充実

・要配慮者利用施設の避難計画の
作成及び訓練の促進

■企業防災等に関する事項

・不特定多数の利用する地下施設の
避難計画の作成及び訓練の促進

・大規模工場の避難計画の作成及び
訓練の促進

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・　周知等

・想定最大規模降雨による洪水浸水
想定区域図、氾濫シミュレーションの
公表

・氾濫特性を考慮した被害シナリオと
緊急避難及び広域避難計画の策定

・広域避難のための避難場所の確保

・広域避難を考慮したハザードマップ
の作成・周知

47足立区 48葛飾区 49江戸川区 茨城県 群馬県 埼玉県 東京都

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
・地域防災計画に記載済み。 ・個人情報の外部提供に同意した避難行動要支援者の名

簿を、希望する自治町会に配布して、避難時の支援などに
ついて依頼している

・避難誘導の体制や要配慮者の移送等について検討する。

・地域防災計画に避難勧告、指示に基づく、区、警察、消防
による自主防災組織と連携した住民誘導について記載して
いる。

・要配慮者施設における避難計画の作成を要請している。 ・区立の障害者通所施設（ウェルピアかつしか）や保育園で
は、避難計画を作成している。
・訓練を実施している施設もある。

・水没後も活動を継続できるようなBCPづくりを促し、要配慮
者施設どうしの受入れのための連携、協定締結等の支援を
検討する。

区内に大規模工場はない。 ・平成２６年度に、水防法改正についての説明会を大規模
工場も対象として実施して、避難計画や浸水防止計画の作
成について説明した。区ホームページでは、避難計画や浸
水防錆計画の雛形を公開している。

・工場等へ大規模水害時のリスクを説明するとともに、避難
計画や訓練の必要性にについて啓発していく。

・荒川以外の河川氾濫では、広域避難は考えていない。 ・新たな浸水想定区域図に基づき、広域避難も含めた避難
計画を策定予定

・江東５区広域避難推進協議会において協議中。（今後策
定予定）

・広域避難計画策定の際の参考となるよう，指定避難所等
について水没の可能性等の有無を検討するよう市町村に依
頼した。
・市町村の広域避難計画の策定を支援する。

・関東地整、市町と協同し、策定を支援。（適宜） ・県域を超える広域避難が発生した場合、避難先県と
の調整等により支援を行う。

・中央防災会議「洪水・高篠氾濫からの大規模・広域避難検
討ワーキンググループ」において検討している。

利根川決壊時においても、区内全域が浸水する訳ではな
く、区内で避難場所が確保できるため、広域避難の必要性
が認められない。

・利根川上流部の破堤により、区内避難所だけでは浸水区
域に居住する区民を収容しきれなくなった場合には、区より
西部の特別区に受け入れを依頼するが、具体的な避難先
は決まっていない

・新たな浸水想定区域図に基づき、広域避難場所の確保に
ついても検討していく予定

・長野県安曇野市【昭和49年】、山形県鶴岡市【昭和56年】と友好都市関
係。
・23区と相互協力支援の協定を締結。【平成25年度】
・千葉県市川市と災害時における相互応援協定を締結。【平成20年度】
・茨城県東茨城郡城里町と災害時における相互支援協定を締結。【平成
27年度】

・今後、避難先の自治体範囲を拡大して、災害時協力協定の締結を目指
す。
・また、具体的な避難施設の確保を目指す。

・東日本大震災の際など，必要に応じて，県有施設を避難
所として開設した。
・県が避難所を開設する場合のマニュアル作成を検討す
る。

・市町の広域避難所の確保のため、隣接する県の協
力が必要となった場合は、市町と一緒に協議を行うな
どの支援をする。（適宜）

・県地域防災計画において、市町村は広域避難場所
を選定確保するよう規定しており、市町村の地域防災
計画においても、同様に規定するよう助言している。

・中央防災会議「洪水・高篠氾濫からの大規模・広域避難検
討ワーキンググループ」において検討している。

利根川決壊時においても、区内全域が浸水する訳ではな
く、区内で避難場所が確保できるため、広域避難の必要性
が認められない。

・利根川のハザードマップについても作成を検討し、その際
には広域避難の記述についても考慮する予定

・23区内の高台や隣接する千葉県市川市の国府台を広域
避難先としたハザードマップを公表している。

・各河川、事象ごとに分けたハザードマップの作成。
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利根川上流河川事務所 06五霞町 12伊勢崎市 15玉村町 21さいたま市 22熊谷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組
取組項目 気象庁 水資源機構

■避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成

・避難勧告の発令に着目したタイム
ラインの作成

・タイムライン運用版への改訂支援
を行う。

・気象情報に対する防災行動との関
連整理について、市区町のタイムラ
イン検討・見直しに適宜協力する。

・タイムラインの試作版を作成済み。【平成28年度】

・タイムラインの試作版を検証・見直しをして、運用版を作成
する。【平成29年度】

・タイムラインを作成済み ・チェックリストを見直すとともに、タイムラインの試作版を作
成する。【平成28年度】

・市内を複数の河川が流れているため、順次タイムラインを
作成している。

・利根川版タイムラインの運用版を作成済み。【平成28
年度】

・タイムラインに基づく実践的な訓練

・タイムラインに基づいたロールプレ
イング等の実践的な避難訓練を実施
する。

・水防管理者が実施する訓練に必要
に応じて協力する。

・タイムラインに基づく実践的な訓練
に必要に応じて協力する。

・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を検討する。 ・タイムラインに沿って水防演習を実施した。 ・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を検討する。 ・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を検討する。 ・タイムラインに基づいたロールプレイング等の実践的
な避難訓練の実施を検討していく。

・気象情報発信時の「危険度の色分
け」や「警報級の現象」等の改善（水
害時の情報入手のし易さをサポート）

・定時的情報としての「警報級の現
象になる可能性」を提供する。
・大雨注意報警報の発表時の「時系
列で危険度を色分けした表示」を実
施する。
・メッシュ情報の充実化を行う。

■防災教育や防災知識の普及

・水防災の事前準備に関する問い合
わせ窓口の設置

・災害情報普及支援室の設置、運営
を行う。

・自治体と双方向のホットライン窓口
を設定し、気象の見通し等に係る解
説に対応するほか、平常時から問合
せに応じる。

・災害時の事前準備に関する問い合わせについては、生活
安全課が窓口となっている。

・総務部安心安全課で対応している。 ・生活環境安全課　消防防災係を窓口としている。 ・ハザードマップの見方などや災害の事前準備に関する問
い合わせ窓口は、総務局危機管理部防災課としている。

・危機管理室で対応している。

・水防災に関する説明会や避難訓練
の開催

･講演会及び出前講座を実施する。 ・出前講座の実施等、河川事務所及
び流域自治体の取り組みに協力す
る。

・町水防計画書について、各行政区長、消防団へ説明会を
開催している。

・利根川水系連合・総合水防演習の一環で住民による避難
訓練を実施した。

・町内の小学校５校を、順次会場として地域防災訓練を毎
年開催している。
・地区の自主防災組織等を対象として、町の災害史等につ
いて出前講座等を実施している。

・西区において、避難場所運営委員会を対象に防災研究会
を開催（荒上講義他）
・自主防災組織を対象にした防災リーダー研修会において、
熊谷地方気象台を講師に招き、水害に関する講演を行う。
【平成28年度】

・熊谷市自主防災組織リーダー研修会において、荒川
上流河川事務所防災情報課長を講師に招き、「荒川の
洪水とその対策」について講演を行った。【平成27年
度】

・教員を対象とした講習会の実施

･講演会及び出前講座を実施する。 ・河川事務所及び流域自治体の取り
組みに協力する。

・教職員を対象とした水防に関する防災教育の研修会を検
討する。

・教職員を対象とした水防に関する防災教育の研修会を検
討する。

・教職員を対象とした水防に関する防災教育の研修会を検
討する。

・避難所となっている公立学校の施設管理者【校長又は教
頭）を対象とした指定緊急避難場所、指定避難所について
説明会を開催。

・教育委員会と協議しながら今後検討していく。

・小中学生を対象とした防災教育の
実施

･講演会及び出前講座を実施する。 ・河川事務所及び流域自治体の取り
組みに協力する。

・総合的な学習の時間や学級活動等で、教員が、水防災教
育を含めた安全に関する授業を検討する。

・利根川水系連合・総合水防演習の一環で水防学校を実施
した。

・総合的な学習の時間や学級活動等で、教員が、水防災教
育を含めた安全に関する授業を検討する。

・水災害単独の授業は行っていないが、理科の天候に関す
る授業で、台風による災害に対する備えや情報活用を取り
上げている。

・小学３・４年生の社会科副読本で「竹井湛如と万平出
し」について取り上げており、授業では過去に荒川の洪
水被害があったことと、それを防ごうと万平出し（つき出
し土手）を作った竹井湛如について説明している。
・小学５年の理科で「流れる水のはたらき（河川の浸食・
運搬作用）」について学習しており、その際、熊谷市で
起きた過去の洪水被害についても説明している。

・水災害の被害や教訓の伝承、防災
知識の住民への周知

・カスリーン台風祈念式典等を開催
する。
･講演会及び出前講座を実施する。

・河川事務所及び流域自治体の取り
組みに協力する。

・平成28年度に完成予定の五霞町水防センター（仮称）へ水
害写真、防災意識を高めるための紹介などを掲示する予
定。【平成29年度～】

・境防災センターで過去の水害のパネル展示を行っている。 ・子供たちに分かりやすい、被災した地元を題材とした絵本
で紹介している。

・各区役所情報公開コーナーにて、水害履歴を公表してい
る。

・市内各地で開催している市政宅配講座及び自主防災
組織を対象とした防災講演において、熊谷市を襲った
過去100年間の主な水災害について周知を図ってい
る。
・毎年市報6月号に大雨や台風への備えについて特集
ページを掲載している。
・全戸配布しているハザードマップやくらしのカレン
ダー、またホームページでも防災啓発ページを設けて
周知を図っている。

２）ソフト対策の主な取り組み　②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組

■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

・河川水位等に係る情報提供

・出水時における水防団等への河川
水位等の情報伝達方法の検討及び
確立を図る。

・水防警報等の河川水位に係る情報は、災害対策本部から
直接消防団へ連絡することとしている。

・水防団（消防団）へ情報伝達手段として、トランシーバーの
配備を予定している。【平成28年度～】

・河川水位に係る情報は、市消防本部から消防団へ連絡し
ている。
・消防本部では、毎年度出水期前に水防担当者会議を実施
し、情報伝達や重要水防箇所、水位観測所等について周知
を図っている。また、毎年度、消防団に対し水防訓練を実施
し、訓練のみでなく水防に関することについて説明、周知を
図っている。

・町防災行政無線 ・水防警報等の河川水位に関する情報は、ＦＡＸにより消防
局へ伝達している。

・情報伝達方法については、水防団の事務局である熊
谷市消防本部警防課へ情報伝達(FAX、電話等)する。

・河川の巡視区間、水防活動の実施
体制の見直し

・出水期前に、自治体、水防団等と
洪水に対しリスクが高い区間の合同
巡視を実施する。
・出水時には、河川管理施設を点検
するため河川巡視を実施する。

・各水防団で受け持ち区間があり、指令を受けて巡視を実
施する。

・消防機関、各消防団が管轄区域の河川を巡視している。
・消防団員にライフジャケット、トランシーバーを配備してい
る。
・本市消防本部では、毎年度出水期前に水防担当者会議を
実施し、情報伝達や重要水防箇所、水位観測所等について
周知を図っている。また、毎年度、消防団に対し水防訓練を
実施し、訓練のみでなく水防に関することについて説明、周
知を図っている。

・玉村町は、利根川と烏川に挟まれているため、河川沿川
全域を巡視している。

・各水防団（消防団）の受け持ち区間を設定している。
・毎年、水防訓練を実施し、安全管理について注意をしてい
る。

・大里郡利根川水害予防組合水防計画において河川
ごとに担当区間を定めている。
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取組項目

■避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成

・避難勧告の発令に着目したタイム
ラインの作成

・タイムラインに基づく実践的な訓練

・気象情報発信時の「危険度の色分
け」や「警報級の現象」等の改善（水
害時の情報入手のし易さをサポート）

■防災教育や防災知識の普及

・水防災の事前準備に関する問い合
わせ窓口の設置

・水防災に関する説明会や避難訓練
の開催

・教員を対象とした講習会の実施

・小中学生を対象とした防災教育の
実施

・水災害の被害や教訓の伝承、防災
知識の住民への周知

２）ソフト対策の主な取り組み　②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組

■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

・河川水位等に係る情報提供

・河川の巡視区間、水防活動の実施
体制の見直し

23行田市 24加須市 25本庄市 26春日部市 27羽生市 28鴻巣市 29深谷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

・タイムラインの運用版を作成済。【平成28年度】 ・洪水時の避難情報の発令に着目したタイムラインを設定し
ている。

・タイムラインを作成済み。
※避難判断水位で避難準備情報、氾濫危険水位で避
難勧告、堤防天端水位到達で避難指示となっている
が、今後、地域防災計画と整合を図る必要がある。

・タイムラインの試作版を作成済み。【平成28年度】

・タイムラインの試作版を検証・見直しをして、運用版を作成
する。【平成28年度】

タイムラインを作成済み。【平成28年度】 ・タイムラインを作成済み。【平成28年度】 タイムラインを作成済み。

・今後、タイムラインに基づく訓練について検討していく。 ・地域ごとに洪水避難訓練を実施している。 ・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を検討す
る。

・タイムラインの運用版を作成した後、それに基づいたロー
ルプレイング等の実践的な避難訓練を実施する。

今後、防災訓練の内容の検討と併せて、タイムラインの導
入を検討していく。

・タイムラインに基づいたロールプレイング等の実践的な避
難訓練を実施する。

タイムラインに基づいた訓練について検討していく。

・ハザードマップの見方の窓口は、防災安全課が窓口になっ
ている。

・問い合わせ窓口を設置済み。（危機管理防災課） ・市民生活部危機管理課が窓口となっている。 ・主に問い合わせは、防災対策課で対応している。
・自主防災訓練等において、事前準備を説明している。

・ハザードマップの見方等水災害の事前準備に関する問い
合わせ窓口は、総務部地域振興課としている。

・ハザードマップの見方などの水災害の事前準備に関する
問い合わせ窓口は企画部危機管理課としている。

・ハザードマップの見方等の問い合わせは、総務防災課で
対応している。

・自治会に対して、防災知識の普及啓発の説明会を行って
いる。

・各地域ごとに、説明会及び洪水避難訓練を実施している。
年度に2回、二つの地域で実施している。

・自主防災組織リーダー養成講座等で水防災に関す
る説明についても行っている。また、自治会から説明
会の要請等があった場合は出前講座を実施する。

・自主防災訓練の講話等で、地域への説明も実施してい
る。

自治会への出前講座等の中で水防災に関する内容も説明
している。

・市内における浸水想定や洪水時の避難方法等について、
職員出前講座などの際に説明していく予定。

・自主防災会の訓練の際に、ハザードマップの説明等を行っ
ている。

・自主防災組織を対象としたリーダー養成講座に市内中学
校教諭の参加を促している。

・小・中学校の学級活動や総合的な学習の時間で行う水防
災教育の取組に向けて、安全・防災教育担当の教員対象に
研修会を実施している。

・教職員を対象とした水防に関する防災教育の研修
会を検討する。

・春日部市内小･中学校に勤務する初任者に対して、施設体験研
修として首都圏外郭放水路での研修を実施している。施設の見学
と所員による講話をとおして、外郭放水路の役割と水害への備え
などについて認識を高めている。

・避難所となっている小・中学校の校長・教頭先生を対象として、
避難所開設訓練を実施予定。【平成２８年度～】

今後、担当課と連携し、実施について検討していく。 ・教職員に対する防災研修を実施予定。 ・水災害教育の実施に向けて検討していく。

・日本赤十字社の講師を招き、着衣水泳の授業を行ってい
る。

・防災教育を実施済。 ・避難所体験訓練等において実施。 ・小学校３・４年生の社会科副読本「わたしたちのかすかべ」
に、台風や大雨による被害状況の写真と表を掲載してい
る。それらを利用して水害の恐ろしさや水害を防ぐ手立てと
して首都圏外郭放水路の役割等について第４学年で指導し
ている。

今後、担当課と連携し、実施について検討していく。 ・総合的な学習の時間や学級活動等で、水防災教育を含め
た安全に関する授業を実施する予定。

・水災害教育の実施に向けて検討していく。

・ホームページで被害状況や防災知識に関するページを設
けている。

避難訓練とともに説明会を実施している。 ホームページに「風水害への備え」について掲載して
いるが、今後更に内容を充実していく必要があると考
える。

・市の防災センターで、過去の災害写真パネル、防災グッズ
等の展示を行っている。首都圏外郭放水路の資料も展示。
・市のホームページで、防災知識や被害状況の情報を掲載
している。

防災ガイドブックの配布やホームページへの掲載、防災に
関する出前講座などを通じて実施している。

・住民に対し、ホームページや広報紙、防災講演会等で防
災意識の向上を図っていく予定。

・防災知識についてはハザードマップによる周知を行ってい
る。
・水災害の被害や教訓の伝承については周知していない。

・水防主管課である管理課から消防本部へ、消防本部から
消防団へ電話連絡している。

・市のホームページにおいて、随時閲覧できるようにページ
を作成・公開済み。

・防災行政無線又は登録制メール。
・坂東上流水害予防組合では組合内の情報伝達系統
図を準備している。

・水防警報等の河川水位に係る情報は、災害対策本部から
消防本部に伝達し、消防団へ連絡することとしている。
・当市における水防団は市職員のため、職員配信メールを
活用し、情報提供を行うこととしている。

・市建設課、または市消防本部から水防団へ連絡する。 ・水防警報等の河川水位に係る情報は、災害対策本部から
直接消防団へ連絡することとしている。

・ＦＡＸによる伝達

・水防主管課である管理課と消防本部で巡視を行い、必要
に応じて各消防分団の受持区間について出動指令を発令し
巡視を実施。

・水防計画で設定。 ・分団担当区域内の河川の巡視を行う。
・坂東上流水害予防組合では重要水防箇所の担当水
防分団があり、指令を受けて巡視を実施する。
・水位観測情報をパソコンだけでなく、目視も行い、水
位上昇が見られたら適宜対応する。

河川事務所等が発出する水防警報にあわせ、該当場所付
近の河川巡視を実施している。

・水防計画に基づき、水防団が行う河川巡視等の受け持ち
区間を設定している。
・増水時には、堤防巡視・警戒を実施し、異常を発見した時
は、水防工法等により対処する。

・各水防団の受け持ち区間（水防警戒受け持ち区間図）が
あり、指令を受けて巡視を実施している。

・大雨時は、市職員が巡視を定期的に行っている。

17/30



取組項目

■避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成

・避難勧告の発令に着目したタイム
ラインの作成

・タイムラインに基づく実践的な訓練

・気象情報発信時の「危険度の色分
け」や「警報級の現象」等の改善（水
害時の情報入手のし易さをサポート）

■防災教育や防災知識の普及

・水防災の事前準備に関する問い合
わせ窓口の設置

・水防災に関する説明会や避難訓練
の開催

・教員を対象とした講習会の実施

・小中学生を対象とした防災教育の
実施

・水災害の被害や教訓の伝承、防災
知識の住民への周知

２）ソフト対策の主な取り組み　②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組

■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

・河川水位等に係る情報提供

・河川の巡視区間、水防活動の実施
体制の見直し

30草加市 31越谷市 32桶川市 33久喜市 34八潮市 35三郷市 36蓮田市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

・タイムラインは今後策定を検討していく。 ・タイムラインを作成済み。 水害対応チェックリストを作成済み

今後タイムラインを作成予定

利根川、荒川、江戸川に係るタイムラインを作成済み。 ・中川、綾瀬川については、作成済み。

・江戸川のタイムラインを作成予定。

・利根川のタイムラインは今後策定を検討していく タイムラインを作成済み。【平成２７年度】

・関係機関及び庁内におけるタイムラインの周知。

・タイムラインは今後策定を検討していく。 ・今後、タイムラインを活用した訓練に向けて検討を行う。 ・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を検討する。 ・今後タイムラインを活用した訓練に向けて検討を行う。 ・タイムラインを作成した後、それに基づいたロールプレイン
グ等の実践的な避難訓練の実施を検討する。

・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を検討する。 ・タイムラインを作成した後、それに基づいたロールプレイン
グ等の実践的な避難訓練を実施する。

・ハザードマップの見方などの水災害の事前準備に関する
問合せ窓口は、市長室危機管理課としている。

・今後も継続していく。

水防災に関する問い合わせについては、ホームページや治
水課、危機管理課で対応している。

・桶川市 市民生活部 安心安全課を窓口としている。 ・水災害の事前準備等の問い合わせについては、消防防災
課もしくは各総合支所市民課の防災担当職員が窓口となっ
ている。

・危機管理防災課、道路治水課、下水道課が対応する。 ・ハザードマップの見方などの水災害の事前準備に関する
問い合わせ窓口は、環境安全部危機管理防災課としてい
る。

・危機管理課が窓口になっている。

・地域住民を対象に、防災講演会等で水災害について説明
している。

・引き続き水災害について説明を実施していく。

・出張講座や防災訓練時に水防災に関する説明を実施して
いる。

・今後関係部署等と検討予定 ・住民からの依頼に応じて防災講座やハザードマップの説
明会等を開催しており、その中で水防災知識の普及啓発を
行っている。

・自治会に対して、防災知識の普及啓発の説明会を検討す
る。

・自治会に対して、防災知識の普及啓発の説明会を検討す
る。

・依頼があり次第、自治会等を対象に説明会を開催してい
る。

・教員を対象に、防災講演会等で水災害について説明して
いる。

・引き続き水災害について説明を実施していく。

・学校からの要請に応じて、教職員や地域住民を対象とした
避難所開設訓練等を実施している。

教育研修会安全教育部会に指導者を派遣し講義をしている

・今後関係部署等と検討予定

河川事務所の取組に協力し、要望に応じて実施に向けた調
整をおこなう予定。

・教職員を対象とした水防に関する防災教育の研修会を検
討する。

・教職員を対象とした水防に関する防災教育の研修会を検
討する。

・小・中学校の学級活動や総合的な学習の時間で行う水災
害教育の取組に向けて、安全・防災教育担の教員を対象に
研修会を実施した。

・小・中学校の学級活動や総合的な学習の時間で行う水災
害教育の取組に向けて、安全・防災教育担当の教員対象
に、引き続き研修会を実施する予定である。

・小学生を対象に、防災講演会等で水災害について説明し
ている。

・引き続き水災害について説明を実施していく。

実施を検討する。（H29年度～） ・小学校の社会科（地理）・理科（水の流れ・地学）の中で、
水災害に関する単元で指導している

河川事務所の取組に協力し、要望に応じて実施に向けた調
整をおこなう予定。

・総合的な学習の時間や学級活動等で、教員が、水防災教
育を含めた安全に関する授業の実施を検討する。
・河川管理者(河川事務所や県）による出前講座等を実施す
る。

・総合的な学習の時間や学級活動等で、教員が、水防災教
育を含めた安全に関する授業を検討する。

・総合的な学習の時間や学級活動等で、小・中学校の安全・
防災教育担当の教員や学級担任が、水災害教育を含めた
安全に関する授業を実施した。

・総合的な学習の時間や学級活動等で、安全・防災教育担
当の教員や学級担任が、水災害教育を含めた安全に関す
る授業を、引き続き実施していく。

・ホームページ等で、近年の災害写真の掲載、防災技術、
防災グッズ、防災知識の紹介ページを設けている。
・過去の水害状況をまとめた地図を窓口で閲覧できるように
している。

・避難場所等を記載したハザードマップを改訂し、市民に配
布していく。

・住民を対象とした出張講座を実施している。
・過去の水害状況をまとめた地図を窓口及び市のホーム
ページで閲覧できるようにしている。

・今後関係部署等と検討予定 市のホームページに大雨時における注意事項等を掲載し、
防災の啓発を図っている。

　気象庁、川の防災情報など災害情報のリンク先を市ホー
ムページに掲載している。
　台風の接近など災害が発生する恐れがある場合には、気
象情報などの市ホームページ掲載や市メール配信サービス
で注意喚起している。

・気象庁の防災情報など、災害情報のリンク先を市のHPに
掲載している。

市教育委員会が市文化財展示館にて、企画展「災害と蓮田
～太古から様々な災害と向き合った人々～」を開催した。

・水防団は消防団が担う。
・上記「住民等への情報伝達の体制や方法」に同じ。

・防災行政用無線が聞こえにくい地域について、市民にメー
ル配信サービスの登録等啓発していく。

・職員（水防パトロール員）には本部から情報提供している。 ・災害対策本部（又は安心安全課）から消防団長へ電話連
絡している

・利根川栗橋流域水防事務組合の水防計画で、水位の通
報について記載している。
・災害対策本部長又は量水標管理者は、洪水のおそれがあ
ることを自ら知り、又は洪水予報の通知を受けた場合にお
いて、量水標等の示す水位が水防団待機水位（通報水位）
を超えるときは、その水位の状況を関係者に通報する。

・八潮消防署から水防団を兼ねる消防団に対して情報連絡
を行っている。

・水防警報等の河川水位に係る情報は、消防本部から水防
団員へ連絡をしている。

・水防警報等の河川水位に係る情報は、災害対策本部から
直接消防団へ連絡することとしている。

・水防活動時職員がパトロールを実施している。
・利根川氾濫シュミレーションをもとに市内影響河川の巡視
区間について検討していく。

・職員（道路パトロール員）が水防時に点検管理している。 ・大雨時は、市職員が荒川、江川等の巡視を定期的に行っ
ている

・利根川栗橋流域水防事務組合の水防計画で、河川の巡
視について記載している。
・水防管理者等は、県から非常配備体制が指令されたとき
は、河川の監視及び警戒をさらに厳重にし、重要水防箇所
を中心として巡視する。

・市職員が中川、綾瀬川等の巡視を定期的に行っている。

・情報収集班及び水防・道路班による巡視区間を定め、効
率的な巡視を行う予定。

・江戸川右岸については江戸川水防事務組合の水防計画
において区間の設定が有るためそれを準用する。
・毎年、水防訓練を実施し、水防に関する知識だけでなく、
危険性についても説明している。

・巡視区間や巡視ルートについて今後検討していく。

18/30



取組項目

■避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成

・避難勧告の発令に着目したタイム
ラインの作成

・タイムラインに基づく実践的な訓練

・気象情報発信時の「危険度の色分
け」や「警報級の現象」等の改善（水
害時の情報入手のし易さをサポート）

■防災教育や防災知識の普及

・水防災の事前準備に関する問い合
わせ窓口の設置

・水防災に関する説明会や避難訓練
の開催

・教員を対象とした講習会の実施

・小中学生を対象とした防災教育の
実施

・水災害の被害や教訓の伝承、防災
知識の住民への周知

２）ソフト対策の主な取り組み　②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組

■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

・河川水位等に係る情報提供

・河川の巡視区間、水防活動の実施
体制の見直し

37幸手市 38吉川市 39白岡市 40上里町 41宮代町 42杉戸町 43松伏町

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

・タイムラインを作成済み。【平成28年度】 ・タイムライン運用版を作成済み。【平成28年度】 ・タイムラインを作成済み。 ・地域防災計画の見直しを検討中であり、その際に内容に
ついて検証する予定。

タイムラインの案を作成済み。【平成28年度】 ・タイムライン策定済み。 利根川に係るタイムラインの作成を検討する。

・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を検討する。 ・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を検討する。 ・平成29年度以降、タイムラインに基づくロールプレイング等
の実践的な訓練を実施する。

・地域防災計画の見直しを検討中であり、その際に内容に
ついて検証する予定。

・地域防災計画の見直しを検討中であり、その際に内容に
ついて検証する予定。

・今後タイムラインを活用した訓練に向けて検討を行う。 ・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を検討する。

・ハザードマップの見方などの水災害の事前準備に関する
問い合わせ窓口は、市民生活部防災安全課としている。

・ハザードマップの見方などの水災害の事前準備に関する
問い合わせ窓口は、市民生活部市民安全課としている。

・窓口は「総合政策部安心安全課」としている。 ・ハザードマップの見方などの水災害の事前準備に関する
問い合わせ窓口は、くらし安全課防災安全係としている。

・ハザードマップの見方などの水災害の事前準備に関する
問い合わせ窓口は、町民生活課生活安全担当としている。

・杉戸町住民参加推進課消防・防災担当が窓口となってい
る。

・水災害の事前準備に関する問い合わせ窓口は、総務課庶
務防災担当としている。

・ハザードマップに基き、洪水時の避難等について消防団や
区長会で説明した。【平成28年度】

・洪水時の避難方法等について、自治会や自主防災会に出
前講座を実施している。

・自主防災組織や市民団体からの要望により、職員を派遣
し講座を行う、職員出前講座を開催している。内容として
は、過去の被害履歴や洪水ハザードマップの見かた等。

・地域防災計画の見直しを検討中であり、その際に内容に
ついて検証する予定。

・毎年実施している地域防災訓練において、水防作業の訓
練や被害実績の紹介などを実施している。

・出前講座まなびっちゃすぎと塾に於いて、講話等を実施。 ・自治会に対して、防災知識の普及啓発の説明会を検討す
る。

・教職員を対象とした水防に関する防災教育の研修会を検
討する。

・教職員を対象とした災害図上訓練を実施予定【平成28年
度～】

・教職員に対する防災研修を実施予定。 ・地域防災計画の見直しを検討中であり、その際に内容に
ついて検証する予定。

・教職員を対象とした水防に関する防災教育の研修会を検
討する。

・幼稚園及び小学校教員を対象に防災研修、訓練を実施し
た。

・水災害教育を実施に向けて検討する。

・教職員を対象とした水防に関する防災教育の研修会を検
討する。

・総合的な学習の時間や学級活動等で、教員が、水防災教
育を含めた安全に関する授業を検討する。

・児童を対象とした災害図上訓練を実施予定【平成29年度
～】

・平成27年度は埼玉県防災学習センターにて、風水害につ
いて学習している。

・地域防災計画の見直しを検討中であり、その際に内容に
ついて検証する予定。

・小学校の授業の中で、防災全般についての教育をしてい
る。

・小学校の希望した児童に防災倉庫の見学、説明を実施し
た。

・総合的な学習の時間や学級活動等で、教員が、水防災教
育を含めた安全に関する授業を検討する。

・気象庁の防災情報など、災害情報のリンク先をホームペー
ジに掲載している。
・台風が接近する場合には、市民に注意喚起をホームペー
ジや防災行政無線で行っている。

・防災技術、防災知識の紹介ページを設けている。
・過去の水災害の被害状況や水災害の備えについてホームページ掲載
するとともに、防災情報ブログ、登録制メールなどで定期的に情報を発信
している。
・台風による市の被害や水害への備え等を、毎年広報誌に掲載して市民
に周知している。
・市民や事業所等からの要望に応じて、職員出前講座でカスリーン台風
による市の被害や水害へ日頃の備え等について周知している。

・定期的に市広報誌に水害への備えに関する特集記事を掲
載し、防災知識の普及啓発に努めている。

・地域防災計画の見直しを検討中であり、その際に内容に
ついて検証する予定。

・町の歴史資料館において、「宮代の水害」という特別展を
実施したことがある。【平成21年度】

・広報紙に掲載、及び学びっちゃすぎと塾での講話。
・毎年広報紙に掲載し周知している。

・住民に対し、ホームページや広報紙、防災講演会等で防
災意識の向上を図れるよう検討する。

・水防警報等の河川水位に係る情報は、水防事務組合と災
害対策本部から直接消防団へ連絡することとしている。

・水防警報等の河川水位に係る情報は、市消防本部から水
防団へ連絡をしている。

・水防警報等の河川水位に係る情報は、安心安全課から直
接消防団へ連絡することとしている。

・水防警報等の河川水位に係る情報は、災害対策本部から
直接消防団へ連絡することとしている。

・河川水位に係る情報は、役場から直接消防団へ連絡する
こととしている。

メールにて配信している。 ・水防警報等の河川水位に係る情報は、災害対策本部から
直接水防団へ連絡する。

・各水防団の受け持ち区間（水防警戒受け持ち区間図）が
あり、指令を受けて巡視を実施する。
・毎年、水防訓練を実施し、水防に関する知識だけでなく、
危険性についても説明している。

・各水防団の受け持ち区間があり、指令を受けて巡視を実
施する。

・大雨時は、職員が河川や水路の巡視を定期的に行ってい
る。

・地域防災計画の見直しを検討中であり、その際に内容に
ついて検証する予定。

・水位観測情報をパソコンだけでなく、目視も行い、水位上
昇が見られたら、町内の主要な河川を巡視する。

・各水防団の受け持ち区間（水防警戒受け持ち区間図）が
あり、指令を受けて巡視を実施する。

・各水防団で受け持ち区間があり、指令を受けて巡視を実
施する。
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取組項目

■避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成

・避難勧告の発令に着目したタイム
ラインの作成

・タイムラインに基づく実践的な訓練

・気象情報発信時の「危険度の色分
け」や「警報級の現象」等の改善（水
害時の情報入手のし易さをサポート）

■防災教育や防災知識の普及

・水防災の事前準備に関する問い合
わせ窓口の設置

・水防災に関する説明会や避難訓練
の開催

・教員を対象とした講習会の実施

・小中学生を対象とした防災教育の
実施

・水災害の被害や教訓の伝承、防災
知識の住民への周知

２）ソフト対策の主な取り組み　②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組

■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

・河川水位等に係る情報提供

・河川の巡視区間、水防活動の実施
体制の見直し

47足立区 48葛飾区 49江戸川区 茨城県 群馬県 埼玉県 東京都

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

利根川に係るタイムラインの作成を検討する。 ・荒川下流タイムラインを策定後、他河川のタイムラインの
策定についても検討する

・北区、板橋区、足立区をモデルエリアとした試行版及び
チェックリストを参考に、国と連携して江戸川区版のタイムラ
インを策定する予定。【平成28年度～】

・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を検討する。 ・タイムラインに基づく実践的な訓練の実施を検討する。 ・大規模水害を想定した訓練は実施していないため、本部
訓練の実施から検討する。【平成29年度～】

・図上型訓練のモデル構築を行う(予定)。
・市町におけるタイムラインに基づく実践的な訓練への参
加・協力を行う。

・市町におけるタイムラインに基づく実践的な訓練へ
の参加・協力を行う。

・市町におけるタイムラインに基づく実践的な訓練へ
の参加・協力を行う。

・区の取組を支援していく。

・ハザードマップの見方などの水災害の事前準備に関する
問い合わせ窓口は、都市建設部企画調整課としている。

・防災課で対応する ・ハザードマップに関する問合せ窓口は、危機管理室防災
危機管理課としている。

・問い合わせ窓口を設置する。 ・問い合わせ窓口を設置する。 ・河川砂防課防災担当を問合せ窓口とする。 ・問合せの内容に応じて、関係部署が適宜対応する。

・講演会等を通して利根川の水害（昭和22年のカスリーン台
風）の説明を行っている。
・荒川氾濫のＤＶＤを使用し、動画を使用した講演を行って
いる。

・広報紙等で周知の上、要望に応じて水防災に関する説明
会等を実施する

・水害時（外水氾濫、内水氾濫）の避難方法等について、自
治会や各団体向けに防災講演会を実施している。

・住民説明会や訓練など、多面的に取り組む。

・市町村と合同で実施する総合防災訓練の際の避難訓練を
継続実施。

・氾濫危険水位等の変更について、対象土木事務所・
市町村に説明会を実施した。
・新たな洪水浸水想定区域図に基づく洪水リスク情報
の共有及び、具体的な対策の検討(予定)。

・市町村を集めて水防連絡調整会を実施している。 ・風水害の体験型訓練を拡充していく。

・講演会等を通して利根川の水害（昭和22年のカスリーン台
風）の説明を行っている。
・荒川氾濫のＤＶＤを使用し、動画を使用した講演を行って
いる。

・学校からの要望があれば、実施する ・区内小中学校の教員を対象に、防災（地震、風水害）につ
いての勉強会（年１回）を実施。【平成26年度～】

・区内小中学校の教員を対象に、防災（地震、風水害）につ
いての勉強会を継続。

・必要に応じて出前講座を実施する（予定）。 ・必要に応じて出前講座を実施する。 ・必要に応じて出前講座を実施する。 ・実施予定なし

・講演会等を通して利根川の水害（昭和22年のカスリーン台
風）の説明を行っている。
・荒川氾濫のＤＶＤを使用し、動画を使用した講演を行って
いる。

・一部の小中学校では、特別授業としてＮＰＯや東京大学の
学生が、水災害に関する講話をしている。

・小中学校の総合学習の中で、防災教育（地震、風水害）を
継続して実施している。【継続中】

・小中学校の総合学習の中で防災教育（地震、風水害）を継
続。

・必要に応じて出前講座を実施する（予定）。 ・自治会に対し、河川管理（防災・減災）について出前
講座を実施している。
・水災害教育実施の支援（適宜）

・必要に応じて出前講座を実施する。 ・「東京防災」を活用した啓発支援に取り組んでいく。

家屋や道路の浸水被害をＨＰにて公表している。また、水災
害の防災情報については、ＨＰや広報にて情報提供してい
る。さらに、総合防災訓練（年１回開催）において、普及啓発
のための展示ブースを設けている。

カスリーン台風による区の被害や水害への備え等を、毎年
広報誌に掲載して区民に周知している
区民や事業所等からの要望に応じて、職員出前講座でカス
リーン台風による区の被害や水害への備え等について周知
している

・区のホームページや、くらしの便利帳（全戸配布）において
防災に関する情報を掲載している。【継続中】

・防災に関する説明会等は継続して開催していく。（平成27
年度48回）

・パンフレット作成による意識啓発を継続実施。 ・県管理河川の内、洪水予報河川及び水位周知河川
について浸水想定区域図を作成公表している。
・「ぐんまウォーターフェア」にて啓発資料を展示し、説
明。
・水防災教育実施の支援（適宜）。

・自治会の方を対象とした出前講座の実施。 ・デジタルサイネージ等を活用した普及啓発。
・広報と連携した、啓発支援に取り組んで行く。

・情報連絡員が、区の防災センターに配置されている。 ・水防警報等の河川水位に係る情報は、災害対策本部から
直接消防団へ連絡することを検討する。

・河川水位等の洪水予報は東京消防庁（消防署）から消防
団（水防団）へ伝達される。

・県が提供する河川情報システムについて，情報表示方法
を変更し，利用者へより判り易く更新する.

【水防関係機関】水防計画に基づき情報伝達を実施し
ている。【県民向け】県内の水位・雨量は群馬県水位
雨量情報でHP上でリアルタイムで提供している。

・基本FAXにて県土整備事務所経由で伝達。
・電話、メール等を併用。

・国等が発表した河川水位等に係る情報について、東京都
水防計画で定めている連絡系統に従い、情報伝達を行って
いる。

・利根川が足立区を通っていないため、利根川以外の河川
の対応ではあるが、足立区水防活動の手引きに記載した範
囲を巡視している。

・各水防団で受け持ち区間があり、指令を受けて巡視を実
施する。

・区域外を流れる河川のため巡視区間は設けていないが、
利根川は江戸川区の上流域に位置するため正確な情報収
集に努める。
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利根川上流河川事務所 06五霞町 12伊勢崎市 15玉村町 21さいたま市 22熊谷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組
取組項目 気象庁 水資源機構

・水防資機材の情報共有や相互支
援の仕組みの構築

・市区町及び出張所で備蓄している
水防資機材の情報を共有する。

・資機材の数量が十分ではない場合は、購入を検討する。
また、格納する水防倉庫も必要ならば増設する。

・各水防倉庫に土のう、縄、杭等を保管している。
・資器材の在庫調査を定期に実施し、必要に応じ資器材の
補充等を実施している。
・消防団員にライフジャケット、トランシーバーを配備してい
る。

・玉村消防署にゴムボート２艇を配備済であり、定期的に点
検を実施。
・玉村消防署に水防トラックを配備済。
・役場庁舎に水防車を配備済。

・水防倉庫を設置して資材等を保管している。
・年1回、資材及び倉庫の点検を行っている。

・土のう、シート等を福川河川防災ステーションと水防
倉庫３箇所に保管している。

・効率的、効果的な水防活動のた
め、洪水に対しリスクが高い区間情
報の提供

・洪水に対してリスクの高い区間を分
かりやすく図示した情報図の作成と
水防団への提供を行う。

・水防団や地域住民が参加する洪水
に対しリスクが高い区間の共同点検

・重要水防箇所等の共同点検を実施
する。

・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併せて自治会長
や自主防災組織のリーダーにも参加を促す。

・河川管理者（国、県）が開催する重要水防箇所の共同点検
には、例年市及び消防機関として参加している。
・住民の参加については、河川管理者が呼びかけており、
平成２７、２８年度には、地元区長が参加している。

・烏川水系では、関係者及び住民参加の緊急合同点検を平
成27年度に実施した。

・利根川水系では、国及び県が毎年出水期前に共同点検を
実施しているので、住民参加については今後検討していき
たい。

・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併せて自治会長
や自主防災組織のリーダーにも参加を促す。

・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併せて自治
会長や自主防災組織のリーダーにも参加を促す。

・水防団等への連絡体制の再確認と
伝達訓練の実施

・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確認や実施につ
いては、日頃の訓練や火災現場等で行っている。

・消防団（水防団）へ情報伝達手段として、トランシーバーの
配備を予定している。【平成28年度～】

・消防団へは、メールによる連絡体制を整備している。
火災発生時等のメール配信により、情報伝達訓練を兼ねて
いる。

・玉村町防災行政無線（移動系）配備済。
・災害情報メール（伊勢崎市消防本部）を活用。

・消防団への情報伝達手段としては、メールでの情報伝達、
車載デジタル無線機を用いた情報伝達手段が確保されて
いる。
・情報伝達訓練としては、毎月１回メールの受信確認、各分
団ごと訓練や災害活動現場において無線の取り扱いを実施
している。

・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確認や実施
については、日頃の訓練や火災現場等で行っている。

・水防団同士の連絡体制の確保

・水防組合を構成している市町内は、水防本部事務局を通
して、連絡を取り合っている。
・その他については、各市町村の防災担当課を通じて連絡
が必要な場合は、連絡を取り合うこととしている。

・本市の消防団は近隣の消防団と相互応援協定を締結して
おり、消防団相互に連絡を取り合うとともに、消防機関相互
を通じた連絡体制も整備されている。

・玉村町防災行政無線（移動系）配備済。 ・水防団同士の連絡体制の確保を検討する。 ・近隣の消防団（水防団）との連絡が必要な場合は、消
防署を通じて連絡を取り合う。

・関係機関が連携した実働水防訓練
の実施

・関係事務所持ち回りで、利根川水
系連合総合水防演習を実施する。

毎年、水防組合による水防訓練を実施している。【平成28年
度】

・平成26年度水防技術講習会を国、一都六県とともに主催
開催し、関東一円の水防関係者の参加があった。
・平成27年度第６４回利根川水系連合・総合水防演習を国
及び一都六県とともに主催開催し、消防団員３７８人、消防
職員３３人、市職員３０人が参加した。
・平成28年度第６５回利根川水系連合・総合水防演習に視
察研修として消防職員４人、消防団幹部１８人が参加した。
・毎年度、実質的な水防訓練を実施している。

・平成27年度利根川水系合同水防訓練への参加。
・毎年開催される地域防災訓練の中で、土嚢作り（プラン
ター利用等の簡易土嚢含む）

・利根川水系連合・総合水防演習に職員21名参加 ・大里郡利根川水害予防組合では隔年で訓練と研修会
(屋内)を実施している。

・水防活動の担い手となる水防団員
の募集や水防協力団体の指定の促
進

・消防団（水防団）のポスターを掲示し、広報誌への主要な
活動を紹介し、団員募集を行っている。

・市ＨＰにおいて、随時消防団募集を呼びかけている。
・成人式等イベント時に、消防団募集のリーフレットを配布し
ている。
・消防団員を雇用している事業所に対し、入札参加資格認
定時の等級決定の際、加点評価による優遇措置を講じてい
る。
・消防団協力事業所表示制度を導入している。

・町内で開催される成人式の際に水防団・消防団員を募集
している。
・町が開催している産業祭等のイベントにおいてＰＲ活動等
を実施している。

・消防団の募集については、ホームページへの掲載、ポス
ターの配布、イベント会場での広報活動等を行い、消防団
への入団促進を実施している。

・消防団(水防団)のホームページを作成し、組織や活動
内容について紹介し、常時団員募集を行っている。

・広報誌やホームページ等で広く団員を募集していく。

・地域の建設業者による水防支援体
制の検討・構築

・水防支援に特化した協定は締結していないが、町内の建
設業組合と災害時応援協定を締結している。

・地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討をす
る。

・市内建設業者と災害応援協定を締結している。
・災害時における応急対策業務に関する協定を締結してい
る。
　（町内の建設業組合と水道工事店組合）

・さいたま市建設業協会と災害時の支援について協定を結
んでいる。

・災害時における応急対策活動に関する協定を締結し
ている団体等に対して協力を要請する。

・庁舎、災害拠点病院等の水害時に
おける対応強化

・庁舎（災害対策本部）が水没の危険がある場合は、自治
体、非常用電源の確保を検討する。
・災害拠点病院では、水害時対応マニュアルの作成の支援
を検討する。

・庁舎（災害対策本部）の非常用電源は高さ対策を講じてあ
る。 ・玉村町水防計画

・県防災行政無線機器の設置は２階であり、非常用発電機
は４階建庁舎の屋上に設置。
・町庁舎は、浸水の可能性はあります（0.5～1m）。

・庁舎（災害対策本部）が水没の危険がある場合は、自治
体、非常用電源の確保を検討する。
・災害拠点病院では、水害時対応マニュアルの作成の支援
を検討する。

・対象施設：熊谷市役所本庁舎
災害対策本部を設置する熊谷市役所本庁舎は、1.0～
0.5ｍの荒川浸水想定区域に位置しているため、市役
所本庁舎の地下に設置していた自家発電装置を撤去
し、屋上に新設した。【平成27年度】

21/30



取組項目

・水防資機材の情報共有や相互支
援の仕組みの構築

・効率的、効果的な水防活動のた
め、洪水に対しリスクが高い区間情
報の提供

・水防団や地域住民が参加する洪水
に対しリスクが高い区間の共同点検

・水防団等への連絡体制の再確認と
伝達訓練の実施

・水防団同士の連絡体制の確保

・関係機関が連携した実働水防訓練
の実施

・水防活動の担い手となる水防団員
の募集や水防協力団体の指定の促
進

・地域の建設業者による水防支援体
制の検討・構築

・庁舎、災害拠点病院等の水害時に
おける対応強化

23行田市 24加須市 25本庄市 26春日部市 27羽生市 28鴻巣市 29深谷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
・必要資材を水防倉庫に備蓄している。 水防計画で表示。 ・市内3箇所の水防小屋に収納

・土のう、縄、シートをなどを坂東上流水害予防組合
の水防倉庫に分散して保管している。保管数の確認
点検も適宜実施している。
・市役所倉庫に土のう袋や水中ポンプ、発電機を所有
しており、年に一回は点検を実施している。

・土のう、トラロープ、シート、スコップ等を水防倉庫に保管し
ている。
年に一度点検している。

・鋸、シャベル、斧、竹、縄、杉丸太、土のう袋、照明器具等
を水防倉庫に分散備蓄している。
・水防団に水防倉庫の維持管理を委託している。

・土のう、縄、シートを水防倉庫に保管している。
・点検は数か月に１度実施している。

・市内の防災倉庫に土嚢を保管している。
・土嚢や防災資機材については、計画的に点検を行ってい
る。

・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併せて自治会長
や自主防災組織のリーダーにも参加を促す。

・水防団、自治協力団体との共同点検を実施している。 ・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併せて自
治会長や自主防災組織のリーダーにも参加を促す。

・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併せて自治会長
や自主防災組織のリーダーにも参加を促す。

・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併せて自治会長
や自主防災組織のリーダーにも参加を促す。

・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併せて自治会長
や自主防災組織のリーダーにも参加を促す。

・平成28年度から水防団及び住民への参加について、国の
通知に追記されており、同年度から実施している。

・消防団が水防業務に従事しており、各分団長から団員へ
の連絡体制を整えている。

・水防団等への連絡体制については、水防計画にて設定し
ている。

・防災行政無線又は登録制メール ・市職員が水防団を兼務しているため、毎年度動員体制の
確立と、情報伝達訓練を実施している。

・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確認や実施につ
いては、日頃の訓練や火災現場等で行っている。

・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確認や実施につ
いては、日頃の訓練や火災現場等で行っている。

・消防本部からの災害メール及びサイレン吹鳴により情報伝
達を行っている。

・近隣の消防本部と連絡を取り合い、消防団へ伝達する。 ・加須市・羽生市水防事務組合による水防計画にて連絡体
制を設定済み。

・坂東上流水害予防組合では隣接する上里町の消防
団（水防団）との連携が必要であり、連絡が必要な場
合は組合事務局から、組合の情報伝達系統に基づき
連絡を取る。必要があれば団長同士で連絡を取り合
うこととしている。

・近隣の水防事務組合や、職員が水防団を兼ねている自治
体との連絡先を整備している。

・加須市羽生市水防事務組合による水防計画にて、連絡体
制を設定済み。

・近隣の消防団（水防団）との連絡が必要な場合は、消防団
の管理を行っている行政同士で連絡を取り合うこととしてい
る。

・平成28年度に各分団に省電力トランシーバーよりも出力が
高く、広範囲での通信が可能な、簡易デジタルトランシー
バーを貸与予定。

・毎年、行田市水防演習を開催し、水防工法訓練を実施して
いる。

・加須市・羽生市水防事務組合による実働水防訓練を毎年
開催している。

・利根川水系合同水防訓練を平成29年度開催予定。【平成
29年度】

・毎年、坂東上流水害予防組合が実施する水防技術
講習会に水防団員、市町職員が参加している。

・江戸川水防演習に参加している。 ・平成28年度水防技術講習会に講師補助員として水防団が
参加した。
・毎年、加須市・羽生水防事務組合主催の実働水防訓練を
実施している。

毎年、水防事務組合による水防訓練を実施している。 平成28年6月の利根川水害予防組合水防研修会に参加

・市ホームページにおいて消防団員の募集を行っている。
※水防協力団体としての指定団体はない。

・リーフレット等により、水防団員・消防団員を随時募集して
いる。

・広報紙等で消防団の募集を呼びかけている。 ・消防団（水防団）のホームページを作成し、組織や活動内
容について紹介し、常時団員募集を行っている。

・市のホームページや広報誌への掲載、ポスターの掲示や
イベントでのチラシの配布、自治会連合会へのリーフレット
の配布など、あらゆる機会をとらえてPR活動を実施し、広く
団員を募集していく。

・消防団（水防団）の募集ホームページを作成し、活動内容
等について紹介し、常時団員募集を行っている。

・広報紙等で消防団の募集を呼びかけている。 ・年間を通して、消防団員の勧誘を行っている。
※水防協力団体の指定はない。

・１１社の建設業者と１社の組合と災害時の応援協定を結ん
でいる。

・地域防災計画に基づき、市内４地域ごとに、地域の建設事
業者による団体と災害時応援協定を締結済み。

建設業協会と災害時における応急復旧活動の協力に
関する協定を検討する。

・23社の建設業者と災害時の支援について協定を結んでい
る。

・地域の建設業者等と災害時における応急対策業務に関す
る協定を締結している。

・建設業協会と災害時における協定の締結を予定している。 ・水防支援に限定していないが、建設団体等との災害時の
応急活動に対する協定を締結している。

・市役所に災害対策本部が設置できない場合は、消防本部
に設置する。
・地下に配置していた市役所本庁舎の受配電設備を、平成
23年度に地上に嵩上げし配置した。

・市役所本庁舎が災害対策本部として、３総合支所が総合
支所本部として災害拠点指定されている。

市役所庁舎及び総合支所庁舎は浸水想定区域外で
ある。

・庁舎の水害時対応マニュアルは作成していないが、震災
時対応マニュアルがあるため、これを読み替えて対応する。
・医療センター建設工事と平行し、周辺道路の改良工事を
行ったため、医療センターへの浸水はないと思われる。

・庁舎の水害時対応マニュアルはない。（地域防災計画の
み）なお庁舎は浸水想定区域となっているが、5階建てであ
ること、また災害対策本部の設置のための、代替公共施設
も想定している。
※市内に災害拠点病院はない。

・災害対策本部を設置する市役所新館は基礎をあげている
ため、浸水はしないと想定されている。

・市庁舎の建て替えを予定しており、非常用電源を設置する
予定である。
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取組項目

・水防資機材の情報共有や相互支
援の仕組みの構築

・効率的、効果的な水防活動のた
め、洪水に対しリスクが高い区間情
報の提供

・水防団や地域住民が参加する洪水
に対しリスクが高い区間の共同点検

・水防団等への連絡体制の再確認と
伝達訓練の実施

・水防団同士の連絡体制の確保

・関係機関が連携した実働水防訓練
の実施

・水防活動の担い手となる水防団員
の募集や水防協力団体の指定の促
進

・地域の建設業者による水防支援体
制の検討・構築

・庁舎、災害拠点病院等の水害時に
おける対応強化

30草加市 31越谷市 32桶川市 33久喜市 34八潮市 35三郷市 36蓮田市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
・必要資材は防災備蓄倉庫等に備蓄。

・適宜水防資機材の更新及び適切な管理を行い、庁内で情
報共有に努める。

・水防資機材等については、２箇所に配備している。 ・大雨時、市民から土嚢や排水ポンプの設置要望を受けた
際、迅速に対応できるよう常備している。

・利根川栗橋流域水防事務組合の水防計画で、水防資機
材の整備状況について記載している。
・重要水防区域の延長約２ｋｍにつき、１棟の水防倉庫を設
け、資器材を備蓄することとしている。

・土のう、ブルーシートを保管している。定期的に土のうを作
成し、計画的に管理している。

・水防資機材を市内３カ所の水防倉庫に分散して保管している。
・点検は１年に１度実施している。
・内水対策として土のう、携帯型排水ポンプを整備しており、住民
の要請に対しては応急対策職員が現場対応している。

・市役所を含む各庁舎、公共施設について、高台にある施設は存
在しないため、大規模氾濫の際は浸水する可能性は非常に高い
と思われる。

・現在、各消防団への水防資機材の整備が不十分である。
今後、ライフジャケット等の安全装備を中心に整備を進めて
いく。

・国が実施する共同点検等で地域住民の参加について検討
していく。

・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併せて自治会長
や自主防災組織のリーダーにも参加を促す。

・今後関係部署等と検討予定 ・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併せて自治会長
や自主防災組織のリーダーにも参加を促す。

・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併せて自治会長
や自主防災組織のリーダーにも参加を促す。

・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併せて自治会長
や自主防災組織のリーダーにも参加を促す。

・今後、重要水防箇所等の共同点検への参加を検討してい
く。併せて自治会長や自主防災組織のリーダーも参加を検
討していく。

・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確認や実施につ
いては、日頃の訓練等で行っている。

・引き続き訓練を実施してもらう。

・毎月のパトロールを行い、伝達の確認をしている。 ・災害対策本部（又は安心安全課）から消防団長へ電話連
絡している

・消防団が水防団を兼務しており、災害メール及びサイレン
吹鳴により情報伝達を行っている。
また、情報伝達の確認は火災出動時において行っている。

・八潮消防署から水防団を兼ねる消防団に対して情報連絡
を行っている。

・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確認や実施につ
いては、日頃の訓練や火災現場等で行っている。
・消防団用のデジタル簡易無線を配備している

・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確認や実施につ
いては、日頃の訓練や火災現場等で行っている。

・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確認や実施につ
いては、日頃の訓練等で行っている。

・引き続き訓練を実施し、連絡体制を確保してもらう。

消防本部より、団員へのメール配信や受令機・電話連絡を
通して連絡を取っている。

消防本部や消防団（水防団）同士で連絡手段として、無線
機を計画的に配備していく。

・電話及び携帯無線機にて連絡を取り合う ・水防事務組合を構成しており、構成市町事務局を通じて、
連絡を取り合っている。また、水防事務組合内の連絡手段
としてデジタルトランシーバーが配備されている。

・状況により、電話連絡、メール配信で情報連絡を行ってい
る。

・特段、連絡体制について水防計画等に定めはないが、必
要であれば無線等で連絡は取れるようになっている

・近隣の消防団（水防団）との連絡が必要な場合は、指揮本
部にて協議の上、管轄する近隣消防への連絡を取り合うこ
ととしている。

・毎年１回、国の水防演習に職員が参加している。

・引き続き水防演習に参加していく。

・利根川水系合同水防訓練に職員が毎年約２０名と消防団
が約１５名参加している。

・荒川上流河川事務所が開催している共同点検に参加して
いる。

・利根川栗橋流域水防事務組合において、毎年６月に各構
成市町の水防団員を集めて水防訓練を行っている。

・市職員が見学している。 ・江戸川水防事務組合の水防訓練について、４年に１度は
三郷市開催のため、水防団が訓練を行っている。他市町で
開催の場合は分団長等が見学に行く。

・利根川水系合同水防訓練には、排水班である道路課が訓
練に参加した。

・ホームページ等で常時団員募集を行っている。

・引き続き募集を行っていく。

団員の募集を検討していく。 ・桶川市消防団員を募集している
【掲示場所】
・安心安全課窓口
・各分団機械器具置場（計１０か所）

・消防団が水防団を兼務しており、消防防災課の消防団係
において、消防団員の募集を積極的に呼び掛けている。

・ホームページや消防訓練及び火災予防週間街頭キャン
ペーン実施時に募集を行っている。

・消防団（水防団）のホームページを作成し、組織や活動内
容について紹介し、常時団員募集を行っている。

・消防団のホームページを作成し、随時、組織や活動内容
について紹介し、市民への広報活動や募集を行っている。

・草加市建設業振興会（市内３０社）と災害時の応急対策業
務について協定を結んでいる。

・引き続き、地域建設業者と協力体制についての強化を図
る。

・17社の建設業者と13社の電気設備業者と災害時に支援の
協定を結んでいる。

・桶川市建設業協会と災害時における応急対策業務に関す
る協定を締結

・水防支援に特化した協定は締結していないが、市内の建
設業組合と災害時応援協定を締結している。

・市内建設業者で組織する八潮市防災連絡会による災害時
の情報収集、防災活動の提供。

・市の建設業協会と災害時の協定を結んでいる。
・水害に関しては土のう、水防活動等の支援を受けている。

・市内の建設業者との協定を締結している。
・水防事務においては、排水用の仮設ポンプの設置等で、
市内の建設業者に依頼している。

・地域防災計画（水害編）で記載している。
・本庁舎周辺が床上浸水等により災害対策本部が設置でき
ない場合は、市内の公共施設等に適宜対策本部を設置す
る。

・本庁舎上階の備蓄倉庫設置等検討する。

庁舎敷地内は浸水想定区域内にあるが、各庁舎ごとに非常
用発電設備を設けており、それぞれ浸水の影響を受けない
よう対策を行っている。
また、災害対策本部は市役所２階に設置されるので浸水の
影響はない。

庁舎は浸水区域外 ・災害対策本部の設置場所は市役所本庁舎内とするが、市
役所本庁舎が被災し災害対策本部を設置できない場合は、
久喜総合文化会館等の公共施設に設置の可能性を検討
し、設置可能な施設に災害対策本部を設置する。

・市庁舎の代替施設として、八潮消防署、八潮メセナを防災
拠点と位置づけている。

・今後、震災、水害、などより細かなマニュアルを策定してい
きたい。
※災害時行動マニュアルは作成しているが、水害に特定し
たものではない。

・市役所は高台にあるので、浸水の想定はない。
・代替庁舎の消防署も浸水想定区域外である。
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取組項目

・水防資機材の情報共有や相互支
援の仕組みの構築

・効率的、効果的な水防活動のた
め、洪水に対しリスクが高い区間情
報の提供

・水防団や地域住民が参加する洪水
に対しリスクが高い区間の共同点検

・水防団等への連絡体制の再確認と
伝達訓練の実施

・水防団同士の連絡体制の確保

・関係機関が連携した実働水防訓練
の実施

・水防活動の担い手となる水防団員
の募集や水防協力団体の指定の促
進

・地域の建設業者による水防支援体
制の検討・構築

・庁舎、災害拠点病院等の水害時に
おける対応強化

37幸手市 38吉川市 39白岡市 40上里町 41宮代町 42杉戸町 43松伏町

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
・河川区域にある３つの水防倉庫に鋸、掛矢、スコップ、斧、
鎌、シート、鉄線、土のう袋、鉄杭を保管している。

・土のう、縄、シートを水防倉庫に保管している。 ・市役所倉庫に土のう、スコップ、ブルーシート等の資機材を
保管している。
・土のうは定期的に職員が作成し、必要な数量を確保する
よう管理している。

・土のう、縄、スコップ、シートを役場倉庫等に保管している。 ・土のう、シート、注意喚起看板等を役場倉庫に保管してい
る。
・役場の防災倉庫に内水用の排水ポンプを所有している。

・鋸、掛矢、スコップ、シャベル、照明具、斧、鎌、ソフトロー
プ、ブルーシート、
鉄線、フルコン土嚢、鉄杭

・水防倉庫に保管し、年1回の点検を行っている。

・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併せて自治会長
や自主防災組織のリーダーにも参加を促す。

・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併せて自治会長
や自主防災組織のリーダーにも参加を促す。

・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併せて自治会長
や自主防災組織のリーダーにも参加を促す。

・地域防災計画の見直しを検討中であり、その際に内容に
ついて検証する予定。

・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併せて自治会長
や自主防災組織のリーダーにも参加を促す。

・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併せて自治会長
や自主防災組織のリーダーにも参加を促す。

・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併せて自治会長
や自主防災組織のリーダーにも参加を促す。

・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併せて自治会長
や自主防災組織のリーダーにも参加を促す。

・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確認や実施につ
いては、日頃の訓練や火災現場等で行っている。

・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確認や実施につ
いては、日頃の訓練や火災現場等で行っている。

・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確認や実施につ
いては、日頃の訓練や火災現場等で行っている。

・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確認や実施につ
いては、日頃の訓練や火災現場等で行っている。

・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確認や実施につ
いては、日頃の訓練や火災現場等で行っている。

・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確認や実施につ
いては、日頃の訓練や火災現場等で行っている。 ・消防団が水防団を兼務しており、伝達の確認や実施につ

いては、日頃の訓練や火災現場等で行っている。

・水防事務組合なので、組合内の市町同士、団長同士で連
絡を取り合うこととしている。

・水防団同士の連絡体制の確保を検討する。 ・具体的な取り決め等はないが、近隣の消防団との連絡
は、団長同士または組合を通して行うことも可能である。 ・近隣の消防団（水防団）との連絡が必要な場合は、分団長

同士で連絡を取り合うこととしている。
・近隣の消防団（水防団）との連絡が必要な場合は、団長同
士で連絡を取り合うこととしている。

・近隣の消防団（水防団）との連絡が必要な場合は、利根川
栗橋流域水防組合にて行われる。

・水防団同士の連絡体制の確保を検討する。

・利根川水系合同水防訓練に４３名の水防団員が参加し
た。【平成28年度】

・江戸川水防演習を実施済【平成27年度】
・江戸川水防事務組合の水防訓練について、４年に１度は
吉川市開催のため、水防団が訓練を行っている。他市町で
開催の場合は分団長等が見学に行く。

・利根川水系合同水防訓練を視察している。

・市総合防災訓練等において水防に関する訓練の実施を検
討する。

・神流川沿岸水害予防組合及び坂東上流水害予防組合が
実施する、水防訓練に消防団員・町職員が参加した。

・平成27年利根川水系合同水防訓練を消防団が視察した。
【平成27年】

・利根川水系合同水防訓練に６５名参加した。 ・江戸川水防演習に参加している。

・各分団において勧誘活動を行っている。
・女性団員については、広報誌で募集を行っている。

・広報紙で女性団員を募集していく。

・消防団（水防団）のホームページを作成し、組織や活動内
容について紹介し、常時団員募集を行っている。

・消防団員募集については、随時行っており、広報誌への掲
載やポスターの掲示を行っている。

・消防団が水防団を兼務しているため、常時行っている。 ・消防団（水防団）については、常時団員募集を行っている。 ・広報紙やポスター等の掲示で、募集を行っている。 ・消防団（水防団）のホームページを作成し、組織や活動内
容について紹介し、常時団員募集を行っている。

市内の建設業者と協定を締結している。 ・吉川市建設業協会と災害時応援協定を締結済 ・水防活動に特化したものではないが、建設業団体と災害
時応援協定を締結している。

・地域防災計画の見直しを検討中であり、その際に内容に
ついて検証する予定。

・8社の建設業者と災害時の支援について協定を結んでい
る。

・資機材の提供等、締結している。 ・町内の建設業協会と災害時の支援について、協定を結ん
でいる。

・災害対策本部は市役所２階に設置されるので浸水はない
ものと思われる。

・庁舎に可搬式の非常用発電機を配備している。 ・地域防災計画に水害時の災害対策本部代替施設として保
健センター分館と菁莪中学校を位置づけている。

・災害対策本部を設置する上里町役場本庁舎は浸水想定
区域にあるが、地盤もが高い位置にあるため、浸水はない
と思われる。

・浸水想定区域内に存在するため、今後対応策について検
討を要する

・地域防災計画の見直しを検討中であり、その際に内容に
ついて検証する予定。

・災害対策本部を庁舎２階に設置しているため、浸水想定を
していない。

・庁舎（災害対策本部）が水没の危険がある場合は、自治
体、非常用電源の確保を検討する。
・災害拠点病院では、水害時対応マニュアルの作成の支援
を検討する。
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取組項目

・水防資機材の情報共有や相互支
援の仕組みの構築

・効率的、効果的な水防活動のた
め、洪水に対しリスクが高い区間情
報の提供

・水防団や地域住民が参加する洪水
に対しリスクが高い区間の共同点検

・水防団等への連絡体制の再確認と
伝達訓練の実施

・水防団同士の連絡体制の確保

・関係機関が連携した実働水防訓練
の実施

・水防活動の担い手となる水防団員
の募集や水防協力団体の指定の促
進

・地域の建設業者による水防支援体
制の検討・構築

・庁舎、災害拠点病院等の水害時に
おける対応強化

47足立区 48葛飾区 49江戸川区 茨城県 群馬県 埼玉県 東京都

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組
・東京都水防計画の資材標準備蓄品目を参考を資機材を
保管している。（足立区水防活動の手引きに記載）

・地域防災計画に定める水防資器材を適切に保管している ・土嚢、鉄線、スコップ、ツルハシ、ブルーシート等を区の資
材倉庫に分散して保管している。
・２ｔポンプ車１台を保有している。

・土嚢袋やロープ、ブルーシート等については水防倉庫に備
蓄。

・県内に水防倉庫を設置し，水防活動に必要な資機材を備
蓄する。
・毎年定期点検を実施して，倉庫内の備蓄量を確認する。

県内１２土木事務所に水防倉庫を設置し、資機材の
整備を図っている。
・地域防災計画に基づく水防資材の備蓄「毎年」

・水防倉庫の設置。 ・水防資機材倉庫等に土のう袋や水のう袋、ショベル、ツル
ハシ、一輪車等を配備している。
・各事務所に移動式排水ポンプ車を配備している。

・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併せて自治会長
や自主防災組織のリーダーにも参加を促す。

・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併せて自治会長
や自主防災組織のリーダーにも参加を促す。

・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。併せて自治会長
や自主防災組織のリーダーにも参加を促す。

・毎年，国が実施している重要水防箇所等の共同点検に参
加する。

国が実施している重要水防箇所等の共同点検に出先
土木事務所、県河川課職員が参加。

・国実施の重要水防箇所等の合同巡視への参加。
・県管理河川における重要水防箇所合同点検の実
施。
・水防団や地域住民が参加する共同点検に参加する

・国が実施する共同点検への参加を検討する。

・水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施を検
討する。

・水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施を検
討する。

・毎年実施している水防訓練には水防団（消防団）が参加し
ており、区との連絡体制を確認している。

・水防団同士の連絡体制の確保を検討する。 ・水防団同士の連絡体制の確保を検討する。 ・毎年実施している水防訓練には水防団（消防団）が参加し
ており、水防団同士の連絡体制を確認している。

・足立区・消防署合同総合水防訓練（年に１回）を実施して
いる。

・利根川水系合同水防訓練には毎年参加している
・区の水防訓練も毎年実施している

・消防との連携訓練を実施。
・毎年10名以上の職員が利根川水系連合・総合水防演習の
視察に参加。

・消防との連携訓練を継続。
・毎年視察を継続することで職員の意識啓発を促す。

・毎年実施されている利根川水系連合総合水防演習への参
加。
・県内の水防管理団体が主催する訓練への参加。

・利根川水系連合総合水防演習に毎年参加。 ・利根川水系連合総合水防演習への参加（多数の職
員が参加）。
・水防技術講習会の実施（H28　職員１９名参加、事務
局６名）。
・水防管理団体が行う水防訓練、講習会に参加（１２
箇所、職員２３名参加）。
・県職員を対象とした水防工法練習会の実施（職員複
数名参加）。

・利根川水系連合総合水防演習への参加。

・広報誌やホームページ等での募集を検討する。 ・広報誌やホームページ等での募集を検討する。 ・あらゆる機会を捉え、消防団員の募集広報活動を行い消
防団員の拡充を継続的に図っている。【継続中】

・足立区建設業協会と災害時における応急対策業務に関す
る協定書を締結し、支援体制を確立している。

建設業協会と災害時における応急復旧活動の協力に関す
る協定等を検討する。

・39社の区内建設業者と災害時の復旧作業について協定を
締結。
・協定を結んでいる地域の土木・建設業者も組み込んだ水
防訓練を実施。

・区庁舎の対応マニュアルは庁舎管理課で作成している。
・災害拠点病院の対応マニュアルはそれぞれで作成してい
る。

・区防災課の水害時対応マニュアルを策定中。
※災害拠点病院でマニュアルを策定しているか把握してい
ない
※利根川上流部で決壊した場合には、区本庁舎や区内の
災害拠点病院も浸水することが想定される

・区役所１階部分水没、２階に非常用電源あり。 ・県庁舎については，浸水の可能性はない。
・豪雨災害の課題等を踏まえた災害対応マニュアルの見直
しを実施予定。

・伊勢崎佐波医師会病院では、災害対策本部を水害
時については２階以上の会議室等でも活動可能であ
る。対応についてはマニュアル化していない。
・伊勢崎佐波医師会病院は立地近辺では0.5ｍ未満
の浸水被害が予想されている。浸水時の患者搬送等
は消防所有のボートにより搬送する。対応については
マニュアル化していない。
・伊勢崎市民病院は、毎年1回、災害医療活動訓練を
実施していおり、平成28年度は水害対応訓練を計画
している。災害医療活動訓練を行うべく災害医療活動
ワーキングチームを設置し検討している。
・災害対策本部地方部（伊勢崎行政県税事務所）は、
水害対応マニュアルを今後整備予定。

・浸水想定区域外のため、埼玉県本庁舎にはマニュ
アルは存在しない。
浸水の可能性も少ない。
・災害拠点病院に関しては、浸水被害が想定されてい
る災害拠点病院においては、水害について言及した
災害対策マニュアルを作成している病院がある。
・水害対策未実施の災害拠点病院については、対応
策を検討していく。

・都庁舎（災害対策本部）については、浸水想定区以外にあ
る。
・災害拠点病院などに対し、防災訓練の説明会や地域災害
医療連携会議などの場を通じて、ＢＣＰの策定を働きかけて
いる。
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利根川上流河川事務所 06五霞町 12伊勢崎市 15玉村町 21さいたま市 22熊谷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組
取組項目 気象庁 水資源機構

２）ソフト対策の主な取り組み　③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための取組

■氾濫水の排水、施設運用等に関する事項

・氾濫特性を踏まえた的確な排水機
場の運用、水門の操作、排水ポンプ
車の配置

・排水機場や水門等の運用、緊急時
に備えた排水ポンプ車の等の適切な
配置と整備を行う。

・操作規則等に基づき洪水時の操作を行っている。 ・市内の堰、水門の開閉操作を行っている。また、各堰、水
門において操作責任者を設け、操作の一部を地元の区長、
水利組合等に依頼している。
・北向樋管、柴町樋管の操作については、国土交通省から
委託されており、操作規則によって洪水時の操作方法が規
定されている。

・排水資機材は消防車両のみ。
・高崎河川国道事務所から、烏川に関して樋管操作点検（５
箇所）を委託されている。
・情報共有が図れており、排水資機材の借用も可能。

・樋管の操作について、国土交通省より委託されており、操
作要領に基づき操作している
・同様に、排水機場の操作について、埼玉県より委託されて
おり、操作要領に基づき操作している

・市内８箇所の排水機場を運用（男沼・奈良川・道閑堀・
俵瀬・さすなべ・豊廼・旧福川・新奈良川）
・男沼排水機場は男沼樋管を国土交通省から委託を受
け「男沼樋管操作要領」により洪水時の操作方法は規
定されている。
・地区住民への周知はしていない。

■排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施

・関係機関、自治体が共同して緊急
排水計画(案)を作成

・排水施設の情報共有、排水手法等
の検討を行い、大規模水害を想定し
た排水施設の運用や排水ポンプ車
の適切な配置等、緊急排水計画
（案）を作成する。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情報共有、排水
手法等の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計
画（案）の作成を検討する。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情報共有、排水
手法等の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計
画（案）の作成を検討する。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情報共有、排水
手法等の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計
画（案）の作成を検討する。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情報共有、排水
手法等の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計
画（案）の作成を検討する。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情報共有、
排水手法等の検討を行い、大規模水害を想定した緊急
排水計画（案）の作成を検討する。

・関係機関、自治体が連携した緊急
排水計画（案）に基づく排水訓練の
実施

・緊急排水計画（案）に基づく排水訓
練を実施する。

・協議会において作成する緊急排水計画（案）に基づき、排
水訓練の実施を検討する。

・協議会において作成する緊急排水計画（案）に基づき、排
水訓練の実施を検討する。

・協議会において作成する緊急排水計画（案）に基づき、排
水訓練の実施を検討する。

・協議会において作成する緊急排水計画（案）に基づき、排
水訓練の実施を検討する。

・協議会において作成する緊急排水計画（案）に基づ
き、排水訓練の実施を検討する。

■BCP（業務継続計画）に関する事項

・水害時に行政機能を維持するBCP
の策定

・水害時に事務所機能を維持する
BCPの改訂を行う。

・水害時に組織の機能を維持するた
めのBCPを策定する。

・水害時において、役場の機能が低下する中でも、住民に
密着する行政サービスの提供を継続するため、非常時優先
業務の選定や必要な資源の配分、対応方針などを定めた
「事業継続計画」の策定を検討する。

・BCPを作成予定。【平成28年度中】
・ＩＣＴ部門のＢＣＰ（初動版）策定済。【平成27年度】

・庁舎等のＢＣＰは作成検討中。
※玉村町公共下水道事業に係るＢＣＰは策定中。【平成27
年度～】

非常時優先業務の選定や事業継続における現状の課題等
をまとめた「さいたま市事業継続計画【地震災害編】」を策
定。【平成24年度】

・水害時において、役場の機能が低下する中でも、住民に
密着する行政サービスの提供を継続するため、非常時優先
業務の選定や必要な資源の配分、対応方針などを定めた
「事業継続計画」の策定を検討する。

熊谷市業務継続計画＜地震編＞については、平成２５
年３月作成済みである。

・水害時において、役場の機能が低下する中でも、住民
に密着する行政サービスの提供を継続するため、非常
時優先業務の選定や必要な資源の配分、対応方針な
どを定めた「事業継続計画」の策定を検討する。

・水害に対応した企業BCP策定への
支援

・水害に対応した企業BCP策定への
支援を行う。

・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討する。 ・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討する。 ・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討する。 ・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討する。 ・企業からの依頼があれば対応予定。

■生活再建及び社会経済活動の回復のための民間力の活用

・生活再建及び社会経済活動の回復の
ための民間力の活用

・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結している。 ・食料や飲料水、資機材等の供給や、応急復旧の協力等、
民間企業や公共機関と協定を締結している。

・各種団体・企業等と災害時応援協定の締結を検討する。
・物資の供給や情報発信等に関する協定を締結している。

・（自治体を除く）各種団体・民間企業等計４４件の災害
時応援協定を締結している。
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取組項目

２）ソフト対策の主な取り組み　③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための取組

■氾濫水の排水、施設運用等に関する事項

・氾濫特性を踏まえた的確な排水機
場の運用、水門の操作、排水ポンプ
車の配置

■排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施

・関係機関、自治体が共同して緊急
排水計画(案)を作成

・関係機関、自治体が連携した緊急
排水計画（案）に基づく排水訓練の
実施

■BCP（業務継続計画）に関する事項

・水害時に行政機能を維持するBCP
の策定

・水害に対応した企業BCP策定への
支援

■生活再建及び社会経済活動の回復のための民間力の活用

・生活再建及び社会経済活動の回復の
ための民間力の活用

23行田市 24加須市 25本庄市 26春日部市 27羽生市 28鴻巣市 29深谷市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

・ポンプ場の運転状況について随時監視しており、故障など
が発生した際は、メールで職員の個人アドレスに状況通知
を送信することで、情報の共有化に努めている。

・国、県との協力体制を含めて対応を検討していく。 ・消防団車両及び消防本部車両による排水を考えて
いる。

・市で管理する各ポンプ場、排水機場の運転操作マニュア
ルを作成し、均一な運転管理に努めている。
・ポンプ場の運転状況について随時監視をしており、故障な
どが発生した際は、メールで職員の個人アドレスに状況通
知を送信することで、情報の共有化に努めている。

・可搬式排水ポンプを所有している。
・操作方法は、毎年行われる操作講習会に参加し、修得を
図っている。

・市内排水施設４箇所あり
・排水ポンプあり

・市内4機場のうち、2機場は業務委託を行っており、1機場
は県から委託を受けて市が操作、1機場は自動運転となっ
ている。
・国所有の樋管があり、市が委託を受けており、地元自治会
長に操作員を担ってもらっている。樋管については契約にお
ける操作規則がある。
市所有の樋管については、地域住民への操作委託を行って
いる。
各操作状況の地区住民への周知はしていない。

・協議会において検討を行い、大規模水害を想定した緊急
排水計画（案）を作成する予定。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情報共有、排水
手法等の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計
画（案）の作成を検討する。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情報共
有、排水手法等の検討を行い、大規模水害を想定し
た緊急排水計画（案）の作成を検討する。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情報共有、排水
手法等の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計
画（案）の作成を検討する。

協議会関係機関、自治体が共同して作成する予定。 ・協議会において排水機場・樋門・水門等の情報共有、排水
手法等の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計
画（案）を作成する予定。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情報共有、排水
手法等の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計
画（案）の作成を検討する。

・協議会において作成する緊急排水計画（案）に基づき、排
水訓練の実施を検討する。

・協議会において作成する緊急排水計画（案）に基づき、排
水訓練の実施を検討する。

・協議会において作成する緊急排水計画（案）に基づ
き、排水訓練の実施を検討する。

・協議会において作成する緊急排水計画（案）に基づき、排
水訓練の実施を検討する。

訓練の実施を検討する。 ・協議会において作成する緊急排水計画（案）に基づき、排
水訓練の実施を検討する。

・協議会において作成する緊急排水計画（案）に基づき、排
水訓練の実施を検討する。

・地震編の業務継続計画については、平成２５年３月に作
成。

・地震編の業務継続計画を見直す際に、水害時の計画を盛
り込めるよう努める。

・地域防災計画に基づき、震災及び風水害対策とに分けた
業務継続計画を策定済み。

・市役所の機能が低下する中でも、市民に密着する行
政サービスの提供を継続するため、非常時優先業務
の選定や必要な資源の配分、対応方針などを定めた
「本庄市事業継続計画」を策定。【平成26年】

・市役所の機能が低下する中でも、市民に密着する行政サービスの提供
を継続するため、非常時優先業務の選定や代替施設などを定めた「春日
部市業務継続計画（ＢＣＰ）」を策定。【平成26年】
・策定以後も、業務の入れ替え、被害種別の追加等により随時更新して
いる。

・市のBCPを策定予定。【平成28年度】 ・市役所の機能が低下する中でも、市民に密着する行政
サービスの提供を継続するため、非常時優先業務の選定や
必要な資源の配分、対応方針などを定めた「鴻巣市事業継
続計画」を策定。
【平成25年度】

・事業継続計画を作成済み。

・市のBCPを更新予定。【平成28年度】

・水害に対応した企業業務継続計画策定支援を検討する。 ・水害に対応した企業BCP策定への支援を行う。 ・企業からの依頼があれば対応予定。 企業からＢＣＰ策定について相談があった場合には、埼玉
県が行っているセミナー等の制度を案内していく。

現在、当市のＢＣＰを策定中の為、策定完了後に企業等へ
の支援も検討していく。

・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討する。 ・企業から相談があれば対応する。

・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結している。 ・各種企業等と災害時応援協定を締結している。

・各種の生活再建に係る被災者支援制度を周知・活用す
る。

・災害時の応急復旧や物資の提供等について、企
業、団体、公共機関と災害時協定を締結している。

・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結している。 ・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結している。 ・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結している。 ・各種企業や団体と災害時における相互応援協定を締結し
ている。
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取組項目

２）ソフト対策の主な取り組み　③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための取組

■氾濫水の排水、施設運用等に関する事項

・氾濫特性を踏まえた的確な排水機
場の運用、水門の操作、排水ポンプ
車の配置

■排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施

・関係機関、自治体が共同して緊急
排水計画(案)を作成

・関係機関、自治体が連携した緊急
排水計画（案）に基づく排水訓練の
実施

■BCP（業務継続計画）に関する事項

・水害時に行政機能を維持するBCP
の策定

・水害に対応した企業BCP策定への
支援

■生活再建及び社会経済活動の回復のための民間力の活用

・生活再建及び社会経済活動の回復の
ための民間力の活用

30草加市 31越谷市 32桶川市 33久喜市 34八潮市 35三郷市 36蓮田市

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

・国や県から排水機場や水門操作について、委託されてお
り、操作規則によって洪水時の操作方法は規定されてい
る。

・操作規則を基に職員の操作研修を実施していく。

・排水施設については、操作規則等で運用している。
・排水計画とは別に、現在毎月１回以上の定期点検を行っ
ている。

・操作規則等に基づき洪水時の操作を行っている。 ・排水施設あり。
・排水資器材は、ポンプを保有している。

・操作規則等に基づき各施設の操作運用を行っている。（ほ
ぼ自動運転）

・市内の河川（大場川）排水機場の操作について、埼玉県よ
り委託されており、操作規則によって洪水時の操作方法は
規定されている。
・市内各所の排水ポンプ施設については市職員が操作・運
用している。
・三郷放水路については国交省が管理している。

・排水機場マニュアルに基づき、各施設の操作運用を行って
いるところであり、主要な施設については、担当職員に操作
説明会を実施している。
・道路冠水の恐れがある箇所については、地元住民に排水
ポンプの稼働状況や水位について報告を行っているところ
である。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情報共有、排水
手法等の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計
画（案）の作成を検討する。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情報共有、排水
手法等の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計
画（案）の作成を検討する。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情報共有、排水
手法等の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計
画（案）の作成を検討する。

協議会において排水機場・樋門・水門等の情報共有、排水
手法等の検討を踏まえ、大規模水害を想定した緊急排水計
画（案）を作成を検討する予定。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情報共有、排水
手法等の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計
画（案）を作成していく予定。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情報共有、排水
手法等の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計
画（案）の作成を検討する。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情報共有、排水
手法等の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計
画（案）を作成する予定。

・協議会において作成する緊急排水計画（案）に基づき、排
水訓練の実施を検討する。

・協議会において作成する緊急排水計画（案）に基づき、排
水訓練の実施を検討する。

・協議会において作成する緊急排水計画（案）に基づき、排
水訓練の実施を検討する。

協議会において作成する緊急排水計画（案）に基づく、排水
訓練の実施について検討する予定。

・協議会において作成する緊急排水計画（案）に基づき、排
水訓練の実施を検討する。

・協議会において作成する緊急排水計画（案）に基づき、排
水訓練の実施を検討する。

・協議会において作成する緊急排水計画（案）に基づき、排
水訓練を実施する予定。

・草加市業務継続計画を策定した。【平成26年度】

・水害時における行政機能維持を目的としたBCPの策定を
検討する。

・市役所の機能が低下する中でも、市民に密着する行政
サービスの提供を継続するため、非常時優先業務の選定や
必要な資源の配分、対応方針などを定めた「越谷市業務継
続計画」を策定している。業務継続計画は、震災を想定して
いるが、水害時においても応用可能と考えている。

・BCPを作成予定。【平成28年度中】 地震や新型インフルエンザ等に係るBCPについて策定済み
である。

・水害時において、役場の機能が低下する中でも、住民に
密着する行政サービスの提供を継続するため、非常時優先
業務の選定や必要な資源の配分、対応方針などを定めた
「事業継続計画」の策定を検討する。

特になし

・地震編は策定済みであるが、風水害編は未策定である。

・市役所の機能が低下する中でも、市民に密着する行政
サービスの提供を継続するため、非常時優先業務の選定や
必要な資源の配分、対応方針などを定めた「三郷市事業継
続計画」を策定予定。【平成28年～】

・業務継続計画を策定済【平成27年】

・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討する。 ・企業から要望があれば、水害に対応した企業ＢＣＰ策定支
援を検討していく。

・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討する。 企業からの要望に応じて対応予定 ・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討する。 ・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討する。 ・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討・実施する。

・各種団体・企業と、食料品、衣料、日用品、燃料の供給、
救援物資提供等に係る協定を締結している。

・引き続き、団体等と食料品等の供給、救援物資提供等協
力体制の強化を図る。

・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結している。 ・桶川市建設業協会と災害時の支援についての協定を締結
している

・約３０の民間企業等と災害時応援協定を締結している。 ・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結している。 ・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結している。 ・市内の建設業者他と協定締結済
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取組項目

２）ソフト対策の主な取り組み　③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための取組

■氾濫水の排水、施設運用等に関する事項

・氾濫特性を踏まえた的確な排水機
場の運用、水門の操作、排水ポンプ
車の配置

■排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施

・関係機関、自治体が共同して緊急
排水計画(案)を作成

・関係機関、自治体が連携した緊急
排水計画（案）に基づく排水訓練の
実施

■BCP（業務継続計画）に関する事項

・水害時に行政機能を維持するBCP
の策定

・水害に対応した企業BCP策定への
支援

■生活再建及び社会経済活動の回復のための民間力の活用

・生活再建及び社会経済活動の回復の
ための民間力の活用

37幸手市 38吉川市 39白岡市 40上里町 41宮代町 42杉戸町 43松伏町

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

・倉松川及び大中落しへ排水するために市内各所に排水ポ
ンプを設置している。

・市内に2つの雨水ポンプ場があり、市職員が操作を行う。
・ポンプ場の運転状況について随時監視をしており、故障な
どが発生した際は、メールで職員の個人アドレスに状況通
知を送信することで、情報の共有化に努めている。

・一部ポンプ場にて操作規則あり。また、操作規則の無いポ
ンプ場については排水施設設置時に河川への許可放流量
に従い設置し、排水開始水位については近隣市との取り決
めにより決定している。

・ＪＲ高崎線のアンダーパスに、排水ポンプを設置し運用し
ている。

・排水機場の操作については、県との協定により規定されて
いる。

・町内に排水機場あり。
・操作、運用の取り決めについて策定していない。

・操作規則を作成し、的確な洪水時の操作を実施していく。

・排水ポンプ施設有り
・操作、運用の取り決めについて策定していない。

・操作規則を作成し、的確な洪水時の操作を実施していく。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情報共有、排水
手法等の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計
画（案）の作成を検討する。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情報共有、排水
手法等の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計
画（案）の作成を検討する。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情報共有、排水
手法等の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計
画（案）を作成する予定。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情報共有、排水
手法等の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計
画（案）の作成を検討する。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情報共有、排水
手法等の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計
画（案）の作成を検討する。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情報共有、排水
手法等の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計
画（案）の作成を検討する。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情報共有、排水
手法等の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計
画（案）の作成を検討する。

・協議会において作成する緊急排水計画（案）に基づき、排
水訓練の実施を検討する。

・協議会において作成する緊急排水計画（案）に基づき、排
水訓練の実施を検討する。

・計画作成後に訓練を実施し、計画を検証する。 ・協議会において作成する緊急排水計画（案）に基づき、排
水訓練の実施を検討する。

・協議会において作成する緊急排水計画（案）に基づき、排
水訓練の実施を検討する。

・協議会において作成する緊急排水計画（案）に基づき、排
水訓練の実施を検討する。

・協議会において作成する緊急排水計画（案）に基づき、排
水訓練の実施を検討する。

・市役所の機能が低下する中でも、市民に密着する行政
サービスの提供を継続するため、非常時優先業務の選定や
必要な資源の配分、対応方針などを定めた「幸手市事業継
続計画」を策定。【平成25年】

・市役所の機能が低下する中でも、市民に密着する行政
サービスの提供を継続するため、非常時優先業務の選定や
必要な資源の配分、対応方針などを定めた「吉川市業務継
続計画(震災編)」を策定予定【平成28年度】
・「吉川市業務継続計画(水害編) 」の策定を検討【平成29年
度～】

・平成29年度完成に向けて、作成の準備を進めている。 ・町役場の機能が低下する中でも、市民に密着する行政
サービスの提供を継続するため、非常時優先業務の選定や
必要な資源の配分、対応方針などを定めた「上里町業務継
続計画」を策定。【平成25年2月】

・役場の機能が低下する中でも、市民に密着する行政サー
ビスの提供を継続するため、非常時優先業務の選定や必
要な資源の配分、対応方針などを定めた「宮代町事業継続
計画」を策定。【平成25年】

・杉戸町業務継続計画(震災編）と新型インフルエンザ等に
係るBCPを策定している。

・水害時において、役場の機能が低下する中でも、住民に
密着する行政サービスの提供を継続するため、非常時優先
業務の選定や必要な資源の配分、対応方針などを定めた
「事業継続計画」の策定を検討する。

・事業継続計画を策定している。

・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討する。 ・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討する。 ・企業からの依頼があれば対応予定。 ・地域防災計画の見直しを検討中であり、その際に内容に
ついて検討する予定。

・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討する。 ・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討する。 ・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討する。

・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結している。 ・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結している。 ・各種団体、企業等と災害時応援協定を締結しているが、今
後も協定の充実に努める。

・各種団体、企業等と災害時応援協定を締結している。 ・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結している。 ・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結している。 ・各種団体・企業等と災害時応援協定の締結を検討する。
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取組項目

２）ソフト対策の主な取り組み　③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための取組

■氾濫水の排水、施設運用等に関する事項

・氾濫特性を踏まえた的確な排水機
場の運用、水門の操作、排水ポンプ
車の配置

■排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施

・関係機関、自治体が共同して緊急
排水計画(案)を作成

・関係機関、自治体が連携した緊急
排水計画（案）に基づく排水訓練の
実施

■BCP（業務継続計画）に関する事項

・水害時に行政機能を維持するBCP
の策定

・水害に対応した企業BCP策定への
支援

■生活再建及び社会経済活動の回復のための民間力の活用

・生活再建及び社会経済活動の回復の
ための民間力の活用

47足立区 48葛飾区 49江戸川区 茨城県 群馬県 埼玉県 東京都

取組 取組 取組 取組 取組 取組 取組

・内水氾濫が頻繁に発生しやすい箇所やアンダーパス部に
は、排水ポンプが設置してある。水害時に運用している。
・ＦＡＸによる情報伝達により、排水機場や水門の稼動状況
を把握している。

・葛飾区水元小合溜浄化施設等操作規程に基づいて操作
する。
・排水機場の稼働状況等については、必要に応じて区ホー
ムページ等で周知する。

・緊急時に備えた排水ポンプ車等の適切な配置と整備を河
川管理者に求めていく。

・排水ポンプ設置箇所に関する必要な情報の提供。 ・県操作施設、委託地元業者操作施設がある。何れも
県において出水期前に操作点検を実施している。
・操作規則により、操作方法は規定されている。
・人家が近い箇所は、アナウンスにより周知を行って
いる。

・国と県で、排水機場に万一トラブルが発生した場合
に相互協力して排水機場を運転する協定を結び危機
管理体制を強化している。
・国の水門の操作について、操作要領や覚書を締結
している。
・操作時の周知はしていない。

・排水機場等の操作は、操作規則に基づき実施している。
・各事務所に移動式排水ポンプ車を配備している。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情報共有、排水
手法等の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計
画（案）の作成を検討する。

・協議会において排水機場・樋門・水門等の情報共有、排水
手法等の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計
画（案）の作成を検討する。

・各関係機関、自治体と連携して排水計画（案）について検
討していく。

・市町における緊急排水計画（案）の作成を支援する。 ・邑楽東部第１排水機場（板倉町管理）と邑楽東部第
２排水機場（群馬県管理）において、操作時の情報を
共有している。

・情報共有として関係機関へ操作前後に連絡をいれ
ている。

・協議会において、排水施設等の情報共有を行い、緊急排
水計画（案）の作成に向けて協力する。

・協議会において作成する緊急排水計画（案）に基づき、排
水訓練の実施を検討する。

・協議会において作成する緊急排水計画（案）に基づき、排
水訓練の実施を検討する。

・各関係機関、自治体と連携した訓練実施について検討し
ていく。

・市町における緊急排水計画（案）に基づく排水訓練への参
加・協力を行う。

・市町における緊急排水計画（案）に基づく排水訓練
への参加・協力を行う。

・市町における緊急排水計画（案）に基づく排水訓練
への参加・協力を行う。

・緊急排水計画（案）に基づく排水訓練への参加・協力を行
う。

・事業継続計画を策定している。 ・水害時において、役場の機能が低下する中でも、住民に
密着する行政サービスの提供を継続するため、非常時優先
業務の選定や必要な資源の配分、対応方針などを定めた
「事業継続計画」の策定を検討する。

・江戸川区業務継続計画（震災編）を策定。

・今後、江戸川区業務継続計画（風水害編）について検討す
る。

・BCP（地震）を策定済み
・水害時に行政機能を維持するためのBCPを策定する。

・大規模災害等発生時に、最優先すべき災害応急対
策業務や継続の優先度が高い通常業務を選定し、業
務実施に必要な資源の確保・配分等などを定めた「群
馬県業務継続計画」を平成２４年度に策定。

・埼玉県業務継続計画を策定。同計画は、東京湾北
部地震を危機事象とするが、他の災害などの危機事
象についても応用が利くものと考えられる。【平成２０
年度】

・災害発生時に優先的に取り組むべき重要な業務を継続
し、最短で事業の復旧を図るために事前に必要な資源の準
備や対応方針・手段を定めた「東京都のBCP（事業継続計
画） 」を策定済み。

・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討・実施する。 ・水害に対応した企業ＢＣＰ策定支援を検討する。 ・企業や団体向けの防災講演会等をとおして、BCP策定の
重要性について啓発していく。

・水害に対応した企業BCP策定を支援する。 ・平成２６年２月に東京海上日動火災保険株式会社と
「県内中小企業のBCP（事業継続計画）策定支援に関
する協定」を締結した。
・BCP基礎セミナー、BCP策定支援ワークショップ、
BCMセミナーを開催している。
・BCPを策定しようとする企業に個別支援を行ってい
る。

・埼玉県産業振興公社と連携し、BCP策定に関するセ
ミナーを開催しているほか、公社による専門家派遣制
度を活用し、BCPを策定しようとする企業に対して個
別支援を行っている。【平成17年～】

・ＢＣＰ策定支援事業を実施し、普及啓発セミナー、策定支
援講座、専門家派遣、
フォローアップセミナー等を行うことで都内中小企業のＢＣＰ
策定を支援している。

・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結している。 ・物資の優先供給等の災害時応援協定は複数締結している ・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結している。

・民間企業等との災害時協力協定　90協定（平成28年12月1
日現在）

・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結している。 ・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結してい
る。

・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結してい
る。

・各種団体・企業等と災害時応援協定を締結している。
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